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指導中のミスで参加者にケガをさせてしまった！

メンバー賠償責任保険
〔施設所有（管理）者賠償責任保険〕

●加入資格
（株）ナウイエンタープライズに登録しているNAUIインストラクター、NAUIリーダーシップ（ダイブマスター、アシスタントインストラク
ター、スノーケリングリーダー）。

●被保険者（補償の対象となる方）
保険加入者および保険加入者に業務を委託したもの（NAUIスクーバセンター等）および（株）ナウイエンタープライズ

●保険期間（ご契約期間）
2018年1月1日午前0時から2019年1月1日午後4時まで

●補償の対象となる事故の発生地
補償の対象となる事故の発生地は「国内・海外」です。（国外危険補償特約）
※ただし、海外で発生した事故については日本国内で訴訟が提訴された場合が補償の対象となります。
（1）法人については日本国内に本社が存在する場合のみ「被保険者」となります。
（2）個人についてはNAUIメンバーの方は海外永住でも「被保険者」となります。

は じ め に

保険の特徴
NAUIメンバーがNAUIのスキン・スクーバダイビング講習もしくはダイビン
グツアーの指導に直接従事中に生じた事故により、被保険者（＊注）が受講者、
ツアー参加者、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによ
って被る損害をカバーします。
（＊注）被保険者については、下記ご案内をご覧ください。
※スクーバとは、レクリエーショナルダイビングで使用されているシステムであり、対象はレクリエーション領域に
限ります。
※講習にはNAUI CPR & First Aidプログラムを含みます。

インストラクター、ダイブマスター、アシスタントインストラクター、スノーケリングリーダ
ーの業務を実施されるに当たっては「賠償責任保険」へのご加入が不可欠です。
NAUIの資格を持って指導に当たられる皆様は、本保険へのご加入が必要となります。
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●年間保険料

インストラクター（個人・加盟店スタッフを問わず）
リーダーシップ（個人・加盟店スタッフを問わず）

年間18,000円
年間12,000円

●お支払いする主な保険金
被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。

①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…減失の時は減失時の時価額、き損、汚損の場合は修理費用
③その他…事故調査費用、捜索費用、応急手当、護送などの費用、引受保険会社の承諾を得て支出した訴訟費用、弁護士費用等
日本国外の裁判所によって判決を下された事案はお支払いの対象となりません。ただし、日本国内で生じた事故において日本国外の
裁判所（アメリカ、カナダを除く）に提起された損害賠償請求については対象とできるケースがあります。

●加入方法
メンバー賠償責任保険の窓口は全て（株）ナウイエンタープライズです。資格更新時の保険料は「更新ご案内」にそって、新たにメンバー
になられた場合のご加入については別途（株）ナウイエンタープライズからのご案内に従ってご加入ください。

●保険金をお支払いできない主な場合
①故意による事故
②地震、噴火、津波などの天災によって生じた事故
③受講者に過失があっても一律補償するというような受講者との間にあらかじめ、損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基
づいて負担する賠償責任

④車両、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因する事故
⑤店舗管理上の賠償責任、スタッフなど従業員に対する事故
スタッフなど従業員に対する事故は、就業時間中または就業時間外を問わず、NAUIメンバーがNAUIのスキン・スクーバダイビング講習
もしくはダイビングツアーの指導に直接従事中に生じた事故であっても、「保険金をお支払いできない主な場合」に該当します。
⑥受講者または第三者の財物を預かって保管したり、使用または加工している間に、その預かった財物を損壊させたことにより負担する
賠償責任

⑦インストラクター、ダイブマスター、アシスタントインストラクター、スノーケリングリーダーがそれぞれの資格なしにそれぞれの業務を
行った場合の事故

⑧NAUIの資格基準を無視すること、NAUIの資格基準を満たさなくなった場合および最新のNAUIダイビングコース基準に定められた
基準を著しく逸脱することによって発生した事故

⑨NAUIメンバーが所属するショップの使用人（非常勤スタッフを含みます）に対して、その使用人が業務に従事中に被った事故に起因す
る損害賠償責任

など

●補償金額

対人・対物共通支払限度額

1名・1事故につき

10億円

免責金額（自己負担額）

な　し

●ご注意
本保険の保険契約者は、（株）ナウイエンタープライズになります。
店舗関係の賠償責任保険・傷害保険はセットされていません。スクーバセンターの皆様は「スクーバセンター店舗関連賠償責任保険」
「傷害保険」へのご加入もお勧めします。

※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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補償内容
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害入院保険金（日額）
傷害手術保険金

傷害通院保険金（日額）
傷害入院発生時一時金

5人の場合
（ダイビングスタッフ：1名、受講者数：４名）

10人の場合
（ダイビングスタッフ：2名、受講者数：8名）

15人の場合
（ダイビングスタッフ：3名、受講者数：12名）
　20人の場合（団体割引5％適用）

（ダイビングスタッフ：4名、受講者数：16名）

①

②

③

④

保険料の例

スタッフ
受講者
スタッフ
受講者

保
険
料
（
一
人
あ
た
り
）

団体割引なし
団体割引なし
団体割引5％
団体割引5％

NAUIメンバーに責任がなくても保険対応可能!

傷 害 保 険
傷害補償（標準型）特約セット　団体総合生活補償保険

●被保険者（補償の対象となる方）
NAUIメンバー・ダイビングスタッフおよび保険申込書に記載された講習・イベント・ツアー参加者全員（名簿の備付が必要となります）

●保険契約者
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）、NAUIメンバー（国内活動）

●保険期間（ご契約期間）
1年間

保 険の特徴
保険契約者が実施する講習、ツアー又はイベントの最中に参加者に起こった傷害事故
について、NAUIメンバーおよびダイビングスタッフの過失（責任）の有無とは関係無く、
保険金が支払われます。
また、NAUIメンバーおよびダイビングスタッフ自身の傷害事故についても保険金が
支払われます。
★傷害入院発生時一時金は日帰り入院からお支払いの対象となります。
＊傷害事故とは、「急激かつ偶然な外来の事故」が原因のケガをいいます。
＊補償期間および補償の対象は、受講者については、保険契約者が実施するスクーバダイビングの講習・ツアーおよびその
他イベント目的の為、所定の集合地に集合した時から目的を終了して解散するまでの間とします。ダイビングスタッフに
ついては、就業中の間（通勤途上を含みます）とします。ただし、両者ともプライベートタイムや宿泊中は除外されます。

◆人数の算出の仕方
※講習・イベント・ツアー等、保険期間を通じて1日あたり最大となる日の最高参加人数と、年間を通じて在籍するダイビングスタッフ
の人数を合算してください。

※お申込みの際は必ず取扱代理店までお問合わせください。
※最高参加者数とダイビングスタッフの人数の合計が20名以上となった場合は、団体割引5％が適用されます。
※参加者に事故が発生した場合、事故発生日の参加者名簿をご提出いただきます。（名簿の備付けが必要になります）
※スタッフについての事故があった際は、その時点での従業員名簿（写）をご提出いただきます。
※事故発生日の参加者数が、ご契約申込時にご申告いただいた最高参加者数を上回っている場合は、お支払いする保険金が減額されますので、ご注意ください。

※お申込みの際は必ず取扱代理店までお問合わせください。
※最高参加者数とダイビングスタッフの人数の合計が20名以上となった場合は、団体割引5％が適用されます。
※参加者に事故が発生した場合、事故発生日の参加者名簿をご提出いただきます。（名簿の備付けが必要になります）
※スタッフについての事故があった際は、その時点での従業員名簿（写）をご提出いただきます。
※事故発生日の参加者数が、ご契約申込時にご申告いただいた最高参加者数を上回っている場合は、お支払いする保険金が減額されますので、ご注意ください。

例 受講者人数 最高参加者数　10人 在籍者数　3人＋ = 人数　13人ダイビングスタッフ

●ご加入コース （保険金額と年間一時払保険料〈ご参考〉）

・ダイビングスタッフは就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約、受講者は管理下中の傷害危険補償特約をセット
・準記名式契約（一部付保）（職名等別保険金額）特約セット
・上記の保険料は職種級別Ａ（事務職等）で算出しています。告知していただいた職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除
し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
　職種級別の詳細は、「重要事項のご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご確認ください。

Aコース

̶
̶
̶
̶

Bコース

̶
̶
̶
̶

Cコース

̶
̶
̶
̶

Dコース Eコース

17,040円

34,080円

51,120円

65,040円

28,400円

56,800円

85,200円

108,400円

56,800円

113,600円

170,400円

216,800円

48,890円

97,780円

146,670円

186,200円

70,840円

141,680円

212,520円

269,920円

300万円 500万円 1,000万円 300万円
3,000円

1,500円
̶

500万円
4,000円

2,000円
̶

Fコース

Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース Fコース

117,140円

234,280円

351,420円

446,360円

1,000万円
5,000円

3,000円
̶

1,680円
3,840円
1,620円
3,660円

2,800円
6,400円
2,700円
6,100円

5,600円
12,800円
5,400円
12,200円

4,890円
11,000円
4,670円
10,470円

7,080円
15,940円
6,760円
15,180円

11,660円
26,370円
11,150円
25,110円

Gコース

Gコース

56,490円

112,980円

169,470円

215,000円

300万円
3,000円

1,500円
100,000円
5,690円
12,700円
5,470円
12,070円

入院中：傷害入院保険金日額の１０倍、入院中以外：傷害入院保険金日額の５倍

傷害入院保険金支払対象期間・限度日数180日、傷害通院保険金支払対象期間180日（限度日数90日）、免責期間0日（入通院）、職種級別：A

Hコース

Hコース

78,440円

156,880円

235,320円

298,720円

500万円
4,000円

2,000円
100,000円
7,880円
17,640円
7,560円
16,780円

Ｉコース

Ｉコース

124,740円

249,480円

374,220円

475,160円

1,000万円
5,000円

3,000円
100,000円
12,460円
28,070円
11,950円
26,710円
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●お支払いする保険金一覧（主なもの）

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額

基

　
　
　本

　
　
　契

　
　
　約

傷害死亡保険金

傷害後遺障害保険金

事故によるケガのため、事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以内に死亡した場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からそ
の日を含めて 180 日以内に約款所定の後遺
障害が発生した場合

（注１）手術とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理・ 皮膚切開術・ デブリードマン・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・ 抜歯手術
・歯科診療固有の診療行為
②先進医療（＊1）に該当する診療行為（＊2）
（＊１）手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合

する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
（＊２） 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります（診断、検査

等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与（全身・局所）、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます）。
（注２）治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。

１．被保険者（補償の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害（「ケガ」といいます）に対して保険金をお支払いします。
※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。

２．被保険者は保険証券に記載された方となります。
（注）｢就業中のみの傷害危険補償（事業主・役員・従業員）特約｣がセットされた場合、職業または職務従事中（通勤途上を含みます）に被ったケガ

に限り、保険金をお支払いします。
（注）｢管理下中の傷害危険補償特約｣がセットされた場合は、ご契約時に定めた管理下中に被ったケガに限り、保険金をお支払いします。
（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額

をお支払いします。
（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

傷害入院保険金 事故によるケガの治療のため、入院し、その入院
が傷害入院保険金の免責期間※を超えて継続
した場合
※事故の発生の日からその日を含めて保険証
券に記載された免責期間が満了するまでの
期間をいいます。

※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院を対象と
し、１事故につき、180日が限度となります。
※入院日数には、傷害入院保険金の免責期間の満了日以前の入院日
数を含みません。

①入院中に受けた手術

※保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場
合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払
いします。

※保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度
となります。

傷害手術保険金 事故によるケガの治療のため、事故の発生の
日からその日を含めて 180 日以内に手術を
受けた場合（注1）

※傷害入院保険金の免責期間の満了日の翌日以降の手術が対象と
なります。
※入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間を
いいます。
※１事故につき、１回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当
する手術を受けた場合は、上記①の手術を１回受けたものとします。

傷害通院保険金 事故によるケガの治療のため、事故の発生の
日からその日を含めて保険証券に記載された
傷害通院保険金の免責期間が満了した日の
翌日以降に、通院（往診を含みます）した場合
（注2）

※事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院を対象と
し、１事故につき、90日が限度となります。
※通院日数には、傷害通院保険金の免責期間の満了日以前の通院日
数を含みません。
※通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医
師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含め
てお支払いします。

傷害入院発生時一時金 事故によるケガの治療のため、保険証券に記
載された免責日数を超えて入院した場合

※1入院につき、1回のお支払いに限ります。
※退院した日からその日を含めて180日以内に同一のケガにより再
入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となります。

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

傷害入院保険金日額 入院日数×

傷害通院保険金日額 通院日数×

10傷害入院保険金日額 ×

②上記①以外の手術 5傷害入院保険金日額 ×

傷害死亡・後遺障害
保険金額

約款所定の保険金支払割合
(４％～100％)×
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●保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合

基

　

  

本

　

  

契

　

  

約

（1）次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。
①脳疾患、病気または心神喪失
②妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置（保険金をお支払いするケガの治療をのぞきます。）
③細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
④故意、自殺、犯罪行為、けんか
⑤被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原
動機付自転車を運転している間

⑥道路外の自動車、オートバイ、モーターボート等による試運転、競技、競争、興行またはこれらに準ずること
⑦スカイダイビング、ハンググライダー、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミングなど、
　危険な運動を行っている間の事故
⑧地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨核燃料物質、核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性による事故
⑩戦争、暴動（注）
⑪減圧症(お支払いの対象となる場合があります。)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

（2）むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※
※被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等により
その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

（注）テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

※他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として、保険申込書に記入していただきます。正しく記入
していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
※保険申込書記載事項（年令、職業・職種、他保険加入状況、保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条
件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金のご説明」・「重要事項のご説明　契約
概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約集）」をご用意し
ておりますので取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険
会社にお問合わせください。
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店舗運営に関する備えは大丈夫ですか？

スクーバセンター店舗関連賠償責任保険
〔施設所有（管理）者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険〕

●被保険者（補償の対象となる方）
①保険加入者　　②（株）ナウイエンタープライズ　　③保険加入者に業務を委託した者

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●加入資格
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）

●お支払いする主な保険金
被保険者が法律上の賠償責任を負うことによって被る、次のような損害を対象とします。
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…滅失の時は滅失時の時価額、き損、汚損の時は修理費用
③その他…事故調査費用、捜索費用、応急手当、護送などの費用、引受保険会社の承諾を得て支出した訴訟費用、弁護士費用等

●保険金をお支払いできない主な場合
①故意による事故
②地震、噴火、津波などの天災によって生じた事故
③損害賠償に関し特別な取決めを行い、その取決めに基づいて負担する賠償責任
④車両、船舶、航空機の所有・使用・管理に起因する事故
⑤スタッフなど従業員に対する事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保険の特徴（以下、3つの賠償責任保険がセット）
A.店舗管理上の賠償責任保険（施設所有（管理）者賠償責任保険）
保険加入店の店舗管理上の過失により来店していたお客様など、第三者に対して生じた法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害をカバーします。
B.貸し出し及び修理に係わる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
保険加入者が貸し出しをしたダイビング器材の欠陥により、他人に対して生じた法律上の賠償責任及び第三者
から依頼を受け調整・修理したダイビング器材を引き渡した後に調整・修理が原因で生じた法律上の損害賠償責
任を負担することによって被る損害をカバーします。（タンク貸し出し・空気充填を主な業としている製造業者様
は別途（株）集成社までお問合わせください。）
C.受託者賠償責任保険
保険加入者が第三者から修理・調整などのために預かったダイビング器材等の受託物に、火災、盗難、破損等の
事故が発生し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。ただし、店舗施設内ま
たは自動車による送迎、運搬のための積み込み、積み下ろし等の業務中に発生した事故に限ります。

●支払限度額・免責金額・年間保険料 （ダイビング器材貸出し・修理年間売上高1,200万円以下の場合）

A.店舗管理上の賠償責任保険（施設所有（管理）者賠償責任保険）
B.貸し出し及び修理に係わる賠償責任保険（生産物賠償責任保険）
C.受託者賠償責任保険

支払限度額：1事故／保険期間中

5億円

200万円

年間保険料

1店舗につき
12,000円

※免責金額（自己負担額）なし
※上記保険料について、ダイビング器材貸出し・修理年間売上高1,200万円を超える場合は別途お問合わせください。

＜保険料確定特約について＞
•この保険には保険料確定特約がセットされていますので、ご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の〔保険料算出の基礎数値〕を
基に算出した保険料を払込みいただきます。
（注）ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
•保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
•保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
•保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
•保険料算出の基礎数値がご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込み
がある場合には、この特約はセットできません。
（注）企業買収・部門売却等の予定がある場合（保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合）、季節的または一時的な営業

期間を保険期間（ご契約期間）とするご契約には、この特約はセットできません。
•ご契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・
請求いたします。
•中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

＜保険料確定特約について＞
•この保険には保険料確定特約がセットされていますので、ご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の〔保険料算出の基礎数値〕を
基に算出した保険料を払込みいただきます。
（注）ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
•保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
•保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
•保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
•保険料算出の基礎数値がご加入時に把握可能な最近の会計年度等（１年間）の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込み
がある場合には、この特約はセットできません。
（注）企業買収・部門売却等の予定がある場合（保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合）、季節的または一時的な営業

期間を保険期間（ご契約期間）とするご契約には、この特約はセットできません。
•ご契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・
請求いたします。
•中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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ダイビングボートを所有の加盟店様には…

ダイビングボート補償保険

●加入資格
NAUIスクーバセンター（国内加盟店）

●保険期間（ご契約期間）
1年間

●お支払いする主な保険金
①対人賠償の場合…治療費、逸失利益、慰謝料など
②対物賠償の場合…滅失の時は滅失時の時価額、き損・汚損の時は修理費用、逸失利益など
③その他…応急手当・護送などの費用、引受保険会社の承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用など

【保険金が支払われる場合・事故例】
●ダイバー（受講生・受講生以外を問いません）を誤ってひいてしまい法律上の賠償責任を負った。
●漁網をプロペラにからませ切ってしまい法律上の賠償責任を負った。
●ダイバー（受講生・ツアー参加者のみ）を見失ったことが原因で死亡させてしまい法律上の賠償責任を負った。
●ダイビングボートの搭乗者または積載物に対する損害賠償責任。（ヨット・モーターボート特約）

●保険金をお支払いできない主な場合
①故意による事故
②地震、噴火、津波などの天災によって生じた事故
③損害賠償に関し特別な取り決めを行い、その取り決めに基づいて負担する賠償責任
④スタッフなど従業員に対する事故
⑤被保険者またはその使用人が無免許で船舶を操船している間に発生した事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保険 の特徴
被保険者が所有、使用または管理するダイビングボートに起因して第三者の
身体・生命を害しまたは財物を損壊したことにより被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。

●支払限度額
対人賠償

対物賠償

1名＝1億円 ／ 1事故＝5億円（免責金額なし）

1事故＝1,000万円（免責金額なし）

●年間保険料（1艇につき）
50馬力以下

50馬力超100馬力以下 

100馬力超

48,000円

60,000円

72,000円

〔ヨット・モーターボート特約付施設所有（管理）者賠償責任保険〕

※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」・「重要事項のご説明
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店
または引受保険会社にご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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24
時
間
］

※
IP
電
話
か
ら
は
02
76
-9
0-
88
52
(有
料
)に

　
お
か
け
く
だ
さ
い
。

※
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Ⅰ.
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

（
1）
商
品
の
仕
組
み

商
品
の
仕
組
み
お
よ
び
引
受
条
件
等

1

契
約
概
要

当
社
と
の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合
は

※
受
付
時
間［
平
日
9:
15
～
17
:0
0（
土・
日・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
き
ま
す
）］
　
※
携
帯
電
話
か
ら
も
利
用
で
き
ま
す
。

※
IP
電
話
か
ら
は
03
-4
33
2-
52
41
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。　
※
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
ht
tp
:/
/w
w
w
.s
on
po
.o
r.j
p/
ｐｒ
/a
dr
/

一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
の
お
客
さ
ま
対
応
窓
口
で
、損
害
保
険
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
に
対
応
し
て
い
ま

す
。ま
た
、保
険
業
法
に
基
づ
く
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
、損
害
保
険
会
社
の
業
務
に
関
連
す
る
苦
情
の
受
付
や
紛
争
解

決
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。 そ
ん
ぽ
A
D
Rセ
ン
タ
ー
　（
損
害
保
険
相
談・
紛
争
解
決
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

（
全
国
共
通
・
通
話
料
有
料
）

被
保

険
者

補
償
の
対
象
と
な
る
方
を
い
い
ま
す
。

保
険

期
間

支
払
限
度
額

免
責

金
額

保
険
の
ご
契
約
期
間
を
い
い
ま
す
。

保
険
金
と
し
て
お
支
払
い
す
る
１
事
故
ご
と
の
損
害
か
ら
差
し
引
く
額
で
、お
客
さ
ま
の
自
己

負
担
と
な
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
さ
れ
た
場
合
に
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険

金
の
上
限
額
を
い
い
、保
険
証
券
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

（
注
1）
契
約
内
容
に
応
じ
て
、施
設
所
有（
管
理
）者
、昇
降
機
、請
負
業
者
、生
産
物
、受
託
者
、自
動
車
管
理
者
な
ど
の
特
別
約

款
が
セ
ット
さ
れ
ま
す
。

（
注
2）
セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
に
つ
い
て
は「
（
3）
セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
補
償
内
容

①
被
保
険
者

記
名
被
保
険
者（
保
険
申
込
書
の
記
名
被
保
険
者
欄
に
記
載
さ
れ
た
方
）の
み
が
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。た
だ
し
、適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
り
そ
の
他
の
被
保
険
者
が
設
定
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
主
な
場
合

他
人
の
身
体
の
障
害
、他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負

担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
損
害（
損
害
賠
償
金
や
争
訟
費
用
な
ど
）に
対
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い
し

ま
す
。保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
条
件
は
適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

③
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
に
よ
る
損
害
に
対
し
て
は
、保
険
金
を
お
支
払

い
で
き
ま
せ
ん
。な
お
、主
な
も
の
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

賠
償
責
任
保
険

普
通
保
険
約
款

賠
償
責
任
保
険
追
加

特
約（
自
動
セ
ッ
ト
）

各
種
特
別
約
款（

注
1）

各
種
特
約（

注
2）

＋
＋

＋

・
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
と
他
人
と
の
間
に
損
害
賠
償
に
関
す
る
特
別
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、そ
の
約
定
に
よ
っ
て
加
重
さ

れ
た
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
が
、所
有
、使
用
ま
た
は
管
理
す
る
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、そ
の
財
物
に
つ
き
正
当
な
権
利
を
有
す
る
者

に
対
し
て
負
担
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
と
世
帯
を
同
じ
く
す
る
親
族
の
身
体
の
障
害
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
が
所
有
、使
用
も
し
く
は
管
理
す
る
財
物

の
損
壊
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
の
使
用
人
が
、被
保
険
者
の
業
務
に
従
事
中
に
被
っ
た
身
体
の
障
害
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
戦
争
、外
国
の
武
力
行
使
、革
命
、政
権
奪
取
、内
乱
、武
装
反
乱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
の
事
変
、暴
動
、労
働
争
議
ま

た
は
騒
擾
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
地
震
、噴
火
、洪
水
ま
た
は
地
震
も
し
く
は
噴
火
に
よ
る
津
波
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
排
水
ま
た
は
排
気（
煙
を
含
み
ま
す
）に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任（
た
だ
し
、不
測
か
つ
突
発
的
な
事
故
に
よ
る
も
の

を
除
き
ま
す
）

・
原
子
核
反
応
ま
た
は
原
子
核
の
崩
壊
等
に
よ
る
放
射
性
、爆
発
性
そ
の
他
の
有
害
な
特
性
ま
た
は
こ
れ
ら
の
特
性
に

起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
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じ
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④
お
支
払
い
す
る
保
険
金
　

お
支
払
い
す
る
保
険
金
と
し
て
普
通
保
険
約
款
に
定
め
て
い
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。た
だ
し
、適

用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
り
そ
の
他
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳

細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１
事
故
に
つ
き
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
は
、上
記
ア
か
ら
エ
ま
で
に
つ
い
て
は
、次
の
算
式
に
よ
っ

て
算
出
さ
れ
る
額
と
し
ま
す
。た
だ
し
、ご
契
約
に
適
用
さ
れ
る
支
払
限
度
額
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、上
記
オ
お
よ
び
カ
に
つ
い
て
は
、そ
の
実
費
全
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。た
だ
し
、カ
に
つ
い
て
は
、

ア
の
額
が
支
払
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、支
払
限
度
額
の
ア
の
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
お
支
払

い
し
ま
す
。

ア
．
損
害
賠
償
金

被
保
険
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
の

額
。た
だ
し
、損
害
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
被
保
険
者
が
代
位
取
得
す
る
も
の

が
あ
る
場
合
は
、そ
の
価
額
を
差
し
引
く
も
の
と
し
ま
す
。

イ
．
損
害
防
止
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必

要
ま
た
は
有
益
で
あ
っ
た
費
用

ウ
．
権
利
保
全
行
使

　
　
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、他
人
に
対
す
る
権
利
の
保
全
ま
た
は
行
使
に
必

要
な
手
続
を
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

特
約
の
概
要

特
約
の
名
称

保
険
料
確
定
特
約

「
保
険
契
約
締
結
時
に
お
い
て
把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度（
1年
間
）に

お
け
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
の
実
績
数
値
」に
基
づ
き
算
出
し
た
保
険
料

を
、確
定
保
険
料
と
す
る
特
約
で
す
。

保
険
料
の
精
算
に
用
い
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
を
、「
保
険
期
間
終
了
時
に

把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度（
1年
間
）に
お
け
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
の

実
績
数
値
」と
す
る
特
約
で
す
。

精
算（
直
近
会
計
年
度
末
）特
約

保
険
料
の
精
算
に
用
い
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
を
、「
保
険
期
間
の
終
了
す

る
月
の
前
月
末
ま
た
は
当
月
末
か
ら
過
去
１
年
間
の
保
険
料
算
出
の
基
礎

の
実
績
数
値
」と
す
る
特
約
で
す
。

精
算（
直
近
月
末
）特
約

エ
．
緊
急
措
置
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必

要
ま
た
は
有
益
と
認
め
ら
れ
る
手
段
を
講
じ
た
後
に
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
の
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
、そ
の
手
段
を
講
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
要
し
た
費
用
の
う
ち
、

応
急
手
当
、護
送
、診
療
、治
療
、看
護
そ
の
他
緊
急
措
置
の
た
め
に
要
し
た
費
用
、お
よ

び
あ
ら
か
じ
め
当
社
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
支
出
し
た
費
用

オ
．
協
力
費
用

当
社
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
の
解
決
に
当
た
る
場
合
に
、そ
の

遂
行
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
当
社
に
協
力
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

カ
．
争
訟
費
用

損
害
賠
償
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て
、被
保
険
者
が
当
社
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て

支
出
し
た
訴
訟
費
用
、弁
護
士
報
酬
、仲
裁
、和
解
も
し
く
は
調
停
に
要
し
た
費
用
ま
た

は
そ
の
他
権
利
の
保
全
も
し
く
は
行
使
に
必
要
な
手
続
を
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

（
3）
セ
ッ
ト
で
き
る
主
な
特
約

契
約
概
要

セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
と
そ
の
概
要
を
記
載
し
て
い
ま
す
。詳
細
お
よ
び
記
載
の
な
い
特
約
に
つ
い

て
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
5）
引
受
条
件（
支
払
限
度
額
、保
険
金
額
、免
責
金
額
等
）

契
約
概
要

お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
支
払
限
度
額
、保
険
金
額
、免
責
金
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、保
険

申
込
書
の「
支
払
限
度
額
」、「
保
険
金
額
」、「
免
責
金
額
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。詳
細
は
代
理

店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
上
記
は
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
以
外
に
も
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。保

険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
の
詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
の「
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
」等
の
項
目
に

記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
支
払
い
の
対
象
と
な
る
損
害
の
範
囲
】

【
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
】

保
険
金
の
額

イ
．
損
害
防
止
費
用

ウ
．
権
利
保
全
行
使
費
用

エ
．
緊
急
措
置
費
用

ア
．
損
害
賠
償
金

基
本
契
約
の

免
責
金
額

（
自
己
負
担
額
）

＝
＋

－

（
4）
複
数
の
ご
契
約
が
あ
る
お
客
さ
ま
へ（
補
償
が
重
複
す
る
可
能
性
の
あ
る
特
約
の
ご
注
意
）

注
意
喚
起
情
報

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
6）
保
険
期
間
、補
償
の
開
始・
終
了
時
期

①
保
険
期
間
　

保
険
期
間（
保
険
責
任
の
始
ま
る
日
か
ら
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
ま
す
）は
１
年
間
で
す
。ま

た
、１
年
を
超
え
る
長
期
契
約
や
１
年
未
満
の
短
期
契
約
も
条
件
に
よ
り
可
能
で
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱

者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
期
間
に
つ
き

ま
し
て
は
、保
険
申
込
書
の「
保
険
期
間
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
補
償
の
開
始
時
期
　

始
期
日
の
午
後
4時
（
保
険
申
込
書
ま
た
は
セ
ット
さ
れ
る
特
約
に
こ
れ
と
異
な
る
時
刻
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
そ
の
時
刻
）に
開
始
し
ま
す
。

③
補
償
の
終
了
時
期
　

満
期
日
の
午
後
４
時
に
終
了
し
ま
す
。

他
の
保
険
契
約
等（
異
な
る
保
険
種
類
の
特
約
や
当
社
以
外
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
を
含
み

ま
す
）に
よ
り
、既
に
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
種
の
補
償
が
あ
る
場
合
、補
償
が
重
複
し
、保
険
料
が
無

駄
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

補
償
が
重
複
す
る
と
、特
約
の
対
象
と
な
る
事
故
に
つ
い
て
、ど
ち
ら
の
保
険
契
約
か
ら
で
も
補
償
さ

れ
ま
す
が
、い
ず
れ
か
一
方
の
保
険
契
約
か
ら
は
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

補
償
内
容
の
差
異
や
保
険
金
額（
支
払
限
度
額
）等
を
確
認
し
、特
約
の
要
否
を
判
断
の
う
え
、ご
契

約
く
だ
さ
い
。※

※
複
数
あ
る
ご
契
約
の
う
ち
、こ
れ
ら
の
補
償
が
１
つ
の
ご
契
約
の
み
に
セ
ット
さ
れ
て
い
る
場
合
、そ
の
ご
契
約
を
解
約

し
た
と
き
等
は
、補
償
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
払
い
込
む
場
合
、保
険
料
は
払
込
期
日
ま
で
に
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。払
込

期
日
ま
で
に
払
込
み
が
な
い
場
合
は
、払
込
期
日
の
翌
月
末
日（
注
） ま
で
に
保
険
料
を
払
い
込
ん
で
く

だ
さ
い
。払
込
期
日
の
翌
月
末
日
ま
で
に
保
険
料
の
払
込
み
が
な
い
場
合
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き

ま
せ
ん
。ま
た
、ご
契
約
を
解
除
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）口
座
振
替
の
ご
契
約
に
つ
い
て
は
、保
険
契
約
者
に
故
意
お
よ
び
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
は
、払
込
期
日
の

翌
々
月
末
日
ま
で
払
込
み
を
猶
予
し
ま
す
。

（
1）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
期
間

ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
日
ま
た
は
本
書
面
を
受
領
さ
れ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、そ
の
日
を

含
め
て
8日
以
内
で
あ
れ
ば
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
2）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
方
法

前
記（
１
）ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
期
間
の
期
間
内（
8日
以
内
の
消
印
の
み
有
効
）に
、当
社（
後
掲

の
あ
て
先
参
照
）に
必
ず
郵
便
に
て
ご
通
知
く
だ
さ
い
。

※
1ご
契
約
を
取
り
扱
っ
た
代
理
店
・
扱
者
で
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
を
受
け
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
2既
に
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
事
由
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、知
ら
ず
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
お
申
出
の

場
合
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
効
力
は
生
じ
ず
、ご
契
約
は
有
効
に
存
続
す
る
も
の
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
注
1）
ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
く
場
合
に
は
、当
社
所
定
の
保
険
料
領
収
証
を
発
行
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
の
で
、お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

（
注
２
）お
勤
め
先
や
所
定
の
集
団
と
当
社
と
の
間
で
集
金
事
務
の
委
託
契
約
を
交
わ
し
て
い
る
場
合
は
、集
団
扱
で
の
払
込

方
法
を
ご
選
択
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
、団
体
契
約
の
場
合
は
、保
険
料
の
全
額
を
一
括
し
て
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き

ま
す
。

（
注
3）
保
険
料
割
増
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
注
4）
一
時
払
保
険
料
が
20
万
円
以
上
の
場
合
に
選
択
で
き
ま
す
。口
座
振
替
が
で
き
る
の
は
12
回
払
の
み
と
な
り
ま
す
。

（
注
5）
保
険
料
の
額
に
よ
っ
て
は
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
6）
初
回
保
険
料
の
み
選
択
で
き
ま
す
。

（
○
：
選
択
で
き
ま
す
　
　
×
：
選
択
で
き
ま
せ
ん
）

一
般
分
割
払（
注
3）

分
割
払

一
時
払

口
座
振
替

主
な
払
込
方
法

大
口
分
割
払（
注
4）

分
割
払

ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
払（
売
上
票
方
式
）

払
込
票
払（
注
5）

初
回
保
険
料
の
払
込
前
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、原
則
と
し
て
、保
険
金
の
お
支
払
い
に
は
初

回
保
険
料
の
払
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。当
社
に
て
初
回
保
険
料
の
払
込
み
を
確
認
後
、保
険

金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

こ
の
保
険
に
は
、満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金

3
契
約
概
要

Ⅱ
.契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

告
知
義
務（
ご
契
約
時
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
事
項
）

1
注
意
喚
起
情
報

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
な
る
方
に
は
、保
険
申
込
書（
注
） の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、ご
契
約

時
に
事
実
を
正
確
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
義
務（
告
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。

（
2）
ご
記
入
い
た
だ
い
た
保
険
申
込
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、次
に
記
載
す
る
危
険
に
関
す
る
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
、保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
や
重
大
な
過
失
に
よ
り
、お
申
し
出
い
た
だ
か

な
か
っ
た
場
合
や
、お
申
し
出
い
た
だ
い
た
事
項
が
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、ご
契
約
が
解

除
さ
れ
た
り
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す（
②
の
み
に
該
当
し
た
場
合
は
、保
険

金
の
お
支
払
い
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ご
契
約
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
)。
ご
契
約
に

際
し
て
、今
一
度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　（
注
）ご
契
約
時
に
当
社
に
ご
提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類
で
、ご
契
約
に
必
要
な
内
容
を
記
載
し
た
付
属
書
類
を
含
み
ま
す
。

危
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目（
下
記
②
を
除
く
）に
記
載
さ
れ
た
内
容

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
の
有
無

××
××

（
注
6）

（
注
6）

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ（
ご
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
つ
い
て
）
　

2

保
険
契
約
者
が
個
人
の
場
合
で
、保
険
期
間
が
１
年
を
超
え
る
ご
契
約
の
場
合
、ご
契
約
の
お
申
込
み
後
で

あ
っ
て
も
、次
の
と
お
り
ご
契
約
の
お
申
込
み
の
撤
回
ま
た
は
解
除（
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
）を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

②
ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
く
場
合
、始
期
日
以
降
で
あ
っ
て
も
、代
理
店
・
扱
者
ま

た
は
当
社
が
保
険
料
を
領
収
す
る
前
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、保
険
金
を
お
支
払

い
で
き
ま
せ
ん
。

（
3）
保
険
料
の
払
込
猶
予
期
間
等
の
取
扱
い

注
意
喚
起
情
報

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
保
険
料
の
払
込
方
法

①
ご
契
約
時
の
保
険
料
は
、次
の
と
お
り
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、ご
契
約

内
容
に
よ
っ
て
は
、選
択
で
き
る
払
込
方
法
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、代
理
店
・
扱
者
に
よ
っ
て
も
取

扱
い
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
場
合
、ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き
ま

す（
注
1）
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い（
注
2）
。

保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み
と
払
込
方
法
等

2

（
1）
保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み

契
約
概
要

保
険
料
(注
) は
、支
払
限
度
額
、保
険
期
間
等
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た

は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て

は
、保
険
申
込
書
の「
保
険
料
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

(注
)保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
当
社
に
払
い
込
む
べ
き
金
銭
を
い
い
ま
す
。
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通
知
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、特
約
に
お
い
て
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
に
通
知
す
べ
き
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
発
生
す

る
場
合

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、次
に
記
載
す
る
通
知
事
項
が
発
生
す
る
場
合
、あ
ら
か
じ
め（
通

知
事
項
の
発
生
が
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
責
任
に
よ
ら
な
い
場
合
は
遅
滞
な
く
）代
理
店
・

扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
連
絡
す
る
義
務（
通
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。ご
連
絡
が
な
い
場
合
は
、保
険
期

間
の
中
途
で
あ
っ
て
も
ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
や
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
(注
) が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
3）「
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
補
償
す
る
契
約
」で
な
い
契
約
に
施
設
所
有（
管

理
）者
、昇
降
機
、請
負
業
者
、生
産
物
、受
託
者
、自
動
車
管
理
者
の
特
別
約
款
が
セ
ット
さ
れ
て
い
る

場
合（
例
え
ば
、被
保
険
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
と
な
る
施
設
所
有（
管
理
）者
賠
償
責
任
保
険
な

ど
）は
、告
知
義
務
・
通
知
義
務
等
の
取
扱
い
が
異
な
り
ま
す（
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項

目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
告
知
事
項
と
な
り
ま
す
）。
取
扱
い
の
詳
細
は
、こ
れ
ら
の
特
別
約
款
に
自
動

セ
ット
さ
れ
る「
保
険
法
の
適
用
に
関
す
る
特
約
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
.契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

通
知
義
務
等（
契
約
締
結
後
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項
）

1
注
意
喚
起
情
報

　（
注
）ご
連
絡
い
た
だ
い
た
結
果
、追
加
保
険
料
が
発
生
し
、か
つ
、通
知
事
項
と
事
故
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に

限
り
ま
す
。

（
2）
そ
の
他
、次
の
よ
う
な
事
項
が
発
生
し
た
場
合
は
、遅
滞
な
く
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

①
事
業
を
廃
止
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合

②
保
険
契
約
者
の
住
所
ま
た
は
連
絡
先
を
変
更
し
た
場
合

③
上
記
の
ほ
か
、特
約
の
追
加
・
削
除
等
、契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合

ご
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。解
約
の
条
件
に
よ

っ
て
は
、当
社
の
定
め
る
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
返
還
、ま
た
は
未
払
込
保
険
料
等
を
ご
請
求
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
(｢
初
回
保
険
料
口
座
振
替
特
約
｣と
あ
わ
せ
て「
保
険
料
大
口
分
割
払
特
約
」を
セ
ット
し
た
契
約

に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
追
加
保
険
料
が
発
生
し
ま
す
)。
ま
た
返
還
さ
れ
る
保
険
料
が
あ
っ
て
も
多
く
の

場
合
は
、払
い
込
ん
で
い
た
だ
い
た
保
険
料
の
合
計
額
よ
り
少
な
い
金
額
に
な
り
ま
す
の
で
、ご
契
約
は
継

続
す
る
こ
と
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。詳
細
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

解
約
と
解
約
返
れ
い
金

2
注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

下
記
の
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
つ
い
て
、既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
の
取
扱
い
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
保
険
契
約
者
が
保
険
金
を
不
法
に
取
得
す
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
保
険
金
を
不
法
に
取
得
さ
せ
る
目

的
を
も
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険
契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険

料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

②
こ
の
保
険
契
約
が
失
効
し
た
場
合
、保
険
期
間
の
う
ち
未
経
過
で
あ
っ
た
期
間
の
保
険
料
を
返
還
し
ま

す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
詐
欺
ま
た
は
強
迫
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険

契
約
は
取
消
し
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

無
効
、失
効
、取
消
に
つ
い
て

3
注
意
喚
起
情
報

（
5）
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
を
さ
れ
る
場
合
は
、次
の
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、ハ
ガ
キ
ま
た
は
封

書
で
郵
便
に
て
ご
通
知
く
だ
さ
い
。

①
ご
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
申
し
出
る
旨
の
文
言

②
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
方
の
住
所
、氏
名
・
押
印
、電
話
番
号（
ご
連
絡
先
）

③
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
年
月
日

④
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
保
険
の
次
の
事
項

　
・
保
険
種
類（
賠
償
責
任
保
険
）

　
・
領
収
証
番
号（
保
険
料
領
収
証
の
右
上
に
記
載
の
番
号
）ま
た
は
証
券
番
号

⑤
ご
契
約
を
取
り
扱
っ
た
代
理
店
・
扱
者
名

⑥
ご
契
約
の
取
扱
店
名

〒
15
0-
84
88

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
1丁
目
28
番
1号

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
　
お
客
さ
ま
の
声
グ
ル
ー
プ
　
行

あ
て
先

（
3）
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
保
険
料
の
取
扱
い

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
場
合
に
は
、既
に
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
保
険
料
は
、す
み
や
か
に
お
客
さ

ま
に
お
返
し
い
た
し
ま
す
。ま
た
、代
理
店
・
扱
者
お
よ
び
当
社
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
損
害
賠
償
ま
た
は
違
約
金
を
お
客
さ
ま
に
一
切
請
求
い
た
し
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、始
期
日
以
降
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
場
合
は
、始
期
日（
注
） か
ら
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の

お
申
出
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
保
険
料
を
払
い
込
み
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）始
期
日
以
降
に
保
険
料
を
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
と
き
は
、当
社
が
保
険
料
を
受
領
し
た
日
と
な
り
ま
す
。

（
4）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
な
い
ご
契
約

次
の
ご
契
約
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
保
険
期
間
が
1年
以
内
の
ご
契
約（
自
動
継
続
特
約
が
セ
ット
さ
れ
て
い
る
保
険
期
間
が
1年
以
内

の
契
約
を
含
み
ま
す
）

②
営
業
ま
た
は
事
業
の
た
め
の
ご
契
約

③
法
人
ま
た
は
社
団
・
財
団
等
が
締
結
し
た
ご
契
約

④
通
信
販
売
特
約
に
基
づ
き
申
し
込
ま
れ
た
ご
契
約

⑤
第
三
者
の
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
ご
契
約
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下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、ご
契
約
お
よ
び
特
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。こ
の
場
合
に
は
、全
部
ま
た
は
一
部
の
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん（
下
記
②
の
場
合
で
被
保
険

者
が
暴
力
団
関
係
者
、そ
の
他
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
お
よ
び
損
害
賠
償
金

に
対
す
る
保
険
金
を
除
き
ま
す
）。

●
法
令
等
の
対
応
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
令
等
に
よ
り
外
部
へ
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
契
約
等
の
情
報
交
換
に
つ
い
て

当
社
は
、本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、保
険
契
約
の
締
結
な
ら
び
に
保
険
金
支
払
い

の
健
全
な
運
営
の
た
め
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
、損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
、損
害
保

険
会
社
等
の
間
で
、登
録
ま
た
は
交
換
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
再
保
険
に
つ
い
て

再
保
険
契
約
の
締
結
や
再
保
険
金
の
請
求
等
の
た
め
、本
保
険
契
約
や
保
険
金
に
関
す
る
情
報
を
再
保

険
会
社
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ht
tp
:/
/w
w
w
.a
io
in
is
sa
yd
ow
a.
co
.jp
/

詳
し
く
は 重
大
事
由
に
よ
る
解
除

5 ①
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、保
険
金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
損
害
ま
た
は

費
用
を
発
生
さ
せ
た
場
合

②
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、暴
力
団
関
係
者
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
た
場
合

③
被
保
険
者
が
保
険
金
の
請
求
に
つ
い
て
詐
欺
を
行
っ
た
場
合
　
　
　
　
　
　
　
   
   
   
   
 な
ど

契
約
取
扱
者
が
代
理
店
ま
た
は
社
員
の
場
合
は
、当
社
の
保
険
契
約
の
締
結
権
を
有
し
、保
険
契
約
の
締

結
・
保
険
料
の
領
収
・
保
険
料
領
収
証
の
発
行
・ご
契
約
の
管
理
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
い

ま
し
て
、代
理
店
ま
た
は
社
員
と
契
約
さ
れ
有
効
に
成
立
し
た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
社
と
直
接
契

約
さ
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

取
扱
代
理
店
の
権
限

1
注
意
喚
起
情
報

複
数
の
保
険
会
社
に
よ
る
共
同
保
険
契
約
を
締
結
さ
れ
る
場
合
は
、引
受
保
険
会
社
は
分
担
割
合
ま
た
は

保
険
金
額
に
応
じ
、連
帯
す
る
こ
と
な
く
単
独
別
個
に
保
険
契
約
上
の
責
任
を
負
い
ま
す
。引
受
幹
事
保
険

会
社
は
他
の
引
受
保
険
会
社
の
業
務
お
よ
び
事
務
の
代
理
・
代
行
を
行
い
ま
す
。

共
同
保
険

2

ご
契
約
い
た
だ
い
た
後
に
お
届
け
す
る
保
険
証
券
は
、内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、ご
契
約
手
続
か
ら
１
か
月
を
経
過
し
て
も
保
険
証
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、当
社
ま
で
お
問
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。ご
契
約
後
に
当
社
か
ら
確
認
の
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
券
の
確
認
・
保
管

4

事
故
の
発
生
の
予
防
措
置
に
つ
い
て
そ
の
状
況
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
調
査
の

結
果
、不
備
が
あ
る
場
合
、当
社
は
こ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
を
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
お
願
い
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

正
当
な
理
由
が
な
く
こ
の
調
査
ま
た
は
改
善
の
お
願
い（
請
求
）を
拒
否
し
た
場
合
は
、ご
契
約
を
解
除
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
理
解
く
だ
さ
い（
「
保
険
法
の
適
用
に
関
す
る
特
約
」が
セ
ット
さ
れ

る
ご
契
約
を
除
き
ま
す
）。
詳
細
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

調
査
に
つ
い
て

5

引
受
保
険
会
社
が
経
営
破
綻
に
陥
っ
た
場
合
の
保
険
契
約
者
保
護
の
仕
組
み
と
し
て
、「
損
害
保
険
契
約

者
保
護
機
構
」が
あ
り
、当
社
も
加
入
し
て
い
ま
す
。

こ
の
保
険
は
、保
険
契
約
者
が
個
人
、小
規
模
法
人（
破
綻
時
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
等
の
数
が
20
人

以
下
の
法
人
を
い
い
ま
す
）ま
た
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合（
以
下
、「
個
人
等
」と
い
い
ま
す
）で
あ
る
場
合

に
限
り「
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
」の
補
償
対
象
で
あ
り
、経
営
破
綻
し
た
場
合
の
保
険
金
、解
約
返

れ
い
金
等
は
80
％
ま
で
補
償
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、破
綻
前
に
発
生
し
た
事
故
お
よ
び
破
綻
時
か
ら
３
か
月

ま
で
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
保
険
金
は
10
0％
補
償
さ
れ
ま
す
。ま
た
、保
険
契
約
者
が
個
人
等
以
外
の

保
険
契
約
で
あ
っ
て
も
、被
保
険
者
が
個
人
等
で
あ
り
、か
つ
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
は
、そ
の
被

保
険
者
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、上
記
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

保
険
会
社
破
綻
時
等
の
取
扱
い

3
注
意
喚
起
情
報

本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
は
、適
正
な
保
険
の
お
引
受
け
、万
一
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の

円
滑
か
つ
適
切
な
保
険
金
の
お
支
払
い
、保
険
契
約
に
付
帯
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
供
の
ほ
か
、更
改

の
ご
案
内
、保
険
制
度
の
健
全
な
運
営（
再
保
険
契
約
に
伴
う
諸
手
続
を
含
み
ま
す
)、
商
品
の
ご
提
案
、グ

ル
ー
プ
会
社
お
よ
び
提
携
先
・
委
託
先
等
の
商
品
・サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
案
・ご
提
供
な
ど
に
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、保
健
医
療
等
の
特
別
な
非
公
開
情
報（
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
）に
つ
い
て
は
、保
険
業
法
施
行
規
則

（
第
53
条
の
10
）に
よ
り
、利
用
目
的
が
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、業
務
委
託
先（
保
険

代
理
店
を
含
み
ま
す
）、
医
療
機
関
、保
険
金
の
請
求
・
支
払
い
に
関
す
る
関
係
先
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

個
人
情
報
の
取
扱
い

4
注
意
喚
起
情
報

個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
つ
い
て

そ
の
他
、留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
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万
一
、事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
ご
注
意

7

①
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、遅
滞
な
く
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。ご
連
絡
が

な
い
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
当
社
が
被
っ
た
損
害
の
額
を
差
し
引
い
て
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
に
は
、事
故
の
ご
連
絡
の
際
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

③
こ
の
保
険
に
は
、被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
事
故
の
相
手（
被
害
者
）と
示
談
交
渉
を
行
う「
示
談
交
渉
サ
ー

ビ
ス
」は
あ
り
ま
せ
ん
。賠
償
事
故
に
関
わ
る
被
害
者
と
の
示
談
交
渉・
弁
護
士
へ
の
法
律
相
談・
損
害
賠

償
請
求
権
の
委
任
等
は
、必
ず
事
前
に
当
社
と
ご
相
談
の
う
え
、お
す
す
め
く
だ
さ
い
。あ
ら
か
じ
め
当
社

の
承
認
を
得
な
い
で
、損
害
賠
償
責
任
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、損
害
賠
償
責
任
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
額
を
保
険
金
か
ら
差
し
引
い
て
お
支
払
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
1）
事
故
の
発
生

こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
、発
生
し
た
損
害
に
対
し
て
既
に
支

払
わ
れ
た
保
険
金
の
有
無
に
よ
っ
て
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は

普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
2）
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
の
保
険
金
の
お
支
払
い

被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
方
に
は
、下
表
の
う
ち
当
社
が
求
め
る
書
類
を
ご
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、必
要
に
応
じ
て
下
表
以
外
の
書
類
の
ご
提
出
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
3）
保
険
金
の
支
払
請
求
時
に
必
要
と
な
る
書
類
等

（
２
）
当
社
所
定
の
損
害
（
事
故
）
状
況
報
告
書

（
１
）
当
社
所
定
の
保
険
金
請
求
書
（
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
を
含
み
ま
す
）

事
故
日
時
、発
生
場
所
、事
故
状
況
、事
故
原
因
等
を
申
告
さ
れ
る
書
類
を
い
い
ま
す
。ま
た
、損
害（
事
故
）状

況
を
確
認
す
る
た
め
に
こ
の
報
告
書
の
ほ
か（
4）
①
、③
、（
５
）①
、③
ま
た
は（
6）
①
、③
に
掲
げ
る
書
類
も
ご

提
出
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

書
類
の
例

（
３
）
保
険
金
請
求
権
を
も
つ
こ
と
の
確
認
資
料

委
任
状
、
印
鑑
証
明
書
、
資
格
証
明
書
、
商
業
登
記
簿
謄
本
、
法
人
登
記
簿
謄
本
、
戸
籍
謄

本
　
　
　
　
　
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 な
ど

書
類
の
例

・
公
的
機
関
が
発
行
す
る
証
明
書（
罹
災
証
明
書
、事
故
証
明
書
）ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

・
死
亡
診
断
書
ま
た
は
死
体
検
案
書
　
・
医
師
の
診
断
書
　
・
後
遺
障
害
診
断
書
　
   
  な
ど

書
類
の
例

・
医
師
の
診
断
書
　
　
・
後
遺
障
害
診
断
書
　
　
・
領
収
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 な
ど

②
保
険
金
支
払
額
の
算
出
に
あ
た
り
確
認
す
る
書
類

書
類
の
例

・
運
転
資
格
を
証
明
す
る
書
類（
免
許
証
な
ど
）

・
調
査
同
意
書（
当
社
が
事
故
ま
た
は
被
害
の
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
意
書
）　
 　
な
ど

③
そ
の
他
の
書
類

書
類
の
例

（
４
）
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

・
公
的
機
関
が
発
行
す
る
証
明
書（
罹
災
証
明
書
、事
故
証
明
書
）ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

・
賃
貸
借
契
約
書
、マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
規
約
　
　
・
契
約
書
、請
負
書
、警
備
仕
様
書
、宿
帳

・
被
保
険
者
名
簿（
居
住
者
名
簿
、従
業
員
名
簿
等
）　
・
労
働
者
派
遣
契
約
書

・
預
か
り
伝
票
な
ど
受
託
物
で
あ
る
こ
と
の
確
認
資
料

・
事
故
原
因・
発
生
場
所・
被
害
状
況
の
見
解
書
、写
真
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 な
ど

①
損
害
賠
償
事
故
の
発
生
を
証
明
す
る
書
類

書
類
の
例

・
示
談
書
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

・
修
理
見
積
書
、請
求
明
細
書
、領
収
書
　
・
損
害
賠
償
内
容
申
告
書

・
購
入
時
の
領
収
書
･保
証
書
･仕
様
書
　
・
図
面（
配
置
図
、建
物
図
面
）　
・
仕
入
売
上
伝
票

・
当
社
所
定
の
診
断
書
、診
療
報
酬
明
細
書
、後
遺
障
害
診
断
書
、施
術
証
明
書
兼
施
術
費
明

細
書
、レ
ン
ト
ゲ
ン
な
ど
の
検
査
資
料
　
・
死
亡
診
断
書
、死
体
検
案
書
　

・
法
定
外
補
償
規
定
　
・
葬
儀
費
明
細
書
、領
収
書
　
・
交
通
費
･諸
費
用
の
明
細
書

・
そ
の
他
の
支
出
し
た
費
用
の
額
を
示
す
書
類

・
休
業
損
害
確
認
資
料（
休
業
損
害
証
明
書
、源
泉
徴
収
票
、所
得
証
明
書
、決
算
報
告
書
、確

定
申
告
書
）

・
受
領
し
て
い
る
年
金
額
を
示
す
資
料
　
・
政
府
労
災
か
ら
の
支
給
額
を
示
す
資
料
 　
　
な
ど

②
損
害
賠
償
の
額
を
証
明
す
る
書
類

書
類
の
例

・
運
転
資
格
を
証
明
す
る
書
類（
免
許
証
な
ど
） ・
自
賠
責
証
明
書
お
よ
び
任
意
自
動
車
保
険
の

証
券

・
権
利
移
転
書

・
先
取
特
権
に
関
わ
る
書
類（
被
害
者
へ
の
賠
償
金
の
お
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
、被
害
者
承

諾
を
証
明
す
る
書
類
）

・
調
査
同
意
書（
当
社
が
事
故
ま
た
は
被
害
の
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
意
書
） 
　
　
な
ど

（
1）
著
し
く
保
険
金
請
求
の
頻
度
が
高
い
な
ど
、加
入
者
相
互
間
の
公
平
性
を
逸
脱
す
る
極
端
な
保
険
金

支
払
ま
た
は
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、保
険
期
間
終
了
後
、継
続
加
入
で
き
な
い
こ
と
や
補
償

内
容
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
2）
当
社
が
、普
通
保
険
約
款
、特
別
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等
を
改
定
し
た
場
合
、改
定
日
以
降
を
始
期

日
と
す
る
継
続
契
約
に
は
、そ
の
始
期
日
に
お
け
る
普
通
保
険
約
款
、特
別
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等

が
適
用
さ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、継
続
契
約
の
補
償
内
容
や
保
険
料
が
継
続
前
の
保
険
契
約
と
異
な
る

こ
と
、ま
た
は
ご
契
約
を
継
続
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

継
続
契
約
に
つ
い
て

6

③
そ
の
他
の
書
類

（
５
）
傷
害
（
ケ
ガ
）
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

書
類
の
例

・
公
的
機
関
が
発
行
す
る
証
明
書（
罹
災
証
明
書
、事
故
証
明
書
）ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

・
事
故
原
因
･発
生
場
所
･被
害
状
況
の
見
解
書
、写
真
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
な
ど

書
類
の
例

・
修
理
見
積
書
、損
害
明
細
書
、請
求
明
細
書
、領
収
書

・
交
通
費・
宿
泊
費・
移
送
費・
通
信
費
等
の
諸
費
用
の
明
細
書

・
損
害
防
止
費
用・
収
益
減
少
防
止
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
を
示
す
書
類

・
製
造
原
価・
仕
入
原
価
等
を
確
認
す
る
書
類（
製
造
原
価
報
告
書
、仕
入
伝
票
）

・
財
務
諸
表
な
ど
の
決
算
書
類
や
、売
上
高（
生
産
高
）に
関
す
る
書
類
　
　
・
月
次
試
算
表

・
支
出
し
た
費
用
の
額
を
示
す
書
類（
領
収
書
、請
求
書
）  
・
復
旧
通
知
書
、復
旧
工
程
表
　
  な
ど

②
保
険
金
支
払
額
の
算
出
に
あ
た
り
確
認
す
る
書
類

書
類
の
例

・
調
査
同
意
書（
当
社
が
事
故
ま
た
は
被
害
の
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
意
書
） 
   
   
 な
ど

③
そ
の
他
の
書
類

（
６
）
そ
の
他
費
用
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

①
事
故
の
発
生
を
証
明
す
る
書
類

①
事
故
の
発
生
を
証
明
す
る
書
類

19
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団
体
扱
・
集
団
扱
特
約
を
セ
ット
し
て
ご
契
約
い
た
だ
け
る
の
は
、保
険
契
約
者
お
よ
び
被
保
険
者
が
次
の

表
に
該
当
す
る
契
約
に
限
り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、保
険
期
間
の
中
途
で
前
記
の
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、「
残
り
の
保
険
料
を
一
括
し
て
払

い
込
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
」や
「
ご
契
約
を
解
約
し
て
新
た
な
ご
契
約
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
」が
あ
り
ま
す
の

で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

集
団
扱
の
ご
契
約
に
つ
い
て

10

（
注
）企
業
買
収
･部
門
売
却
等
の
予
定
が
あ
る
場
合（
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
が
著
し
く
変
動
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
）、
季
節
的
ま
た
は
一
時
的
な
営
業
期
間
を
保
険
期
間
と
す
る
ご
契
約
に
は
、こ
の
特
約
は
セ
ット
で
き
ま
せ
ん
。

最
低
保
険
料
に
つ
い
て（
確
定
精
算
方
式
の
場
合
）

9

※
ご
申
告
い
た
だ
い
た
数
値
を
立
証
で
き
る
書
類
を
ご
提
出
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
保
険
申
込
書
の「
保
険
料
算
出
の
基
礎
欄
」に
は
、ご
契
約
時
に
把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度
の
保

険
料
算
出
の
基
礎
数
値
を
ご
申
告（
記
入
）く
だ
さ
い
。

（
1）
保
険
料
算
出
の
基
礎
に
つ
い
て

②
保
険
の
対
象
と
な
る
工
事
、仕
事
、生
産
物
等
が
複
数
と
な
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
を
ご
申
告
い

た
だ
き
、「
保
険
料
算
出
の
基
礎
欄
」に
は
合
計
の
数
値
を
ご
申
告（
記
入
）く
だ
さ
い
。

①
保
険
期
間
中
に
確
定
精
算
方
式
へ
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
保
険
期
間
終
了
時
に
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
が
減
少
・
増
加
し
た
場
合
で
も
、保
険
料
の
返
還
・
請
求

は
い
た
し
ま
せ
ん
。

③
お
申
込
み
時
に
ご
申
告
い
た
だ
い
た
保
険
申
込
書
記
載
の
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
は
、現
時
点
で
把

握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度
の
数
値
に
相
違
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。数
値
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、ご
契
約
が
解
除
さ
れ
た
り
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

④
保
険
期
間
中
の
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
が
、ご
申
告
い
た
だ
い
た
数
値
を
著
し
く
上
回
り
ま
た
は
下

回
る
見
込
み
が
あ
る
場
合（
注
） に
は
、こ
の
特
約
は
セ
ット
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
ご
契
約
が
保
険
期
間
中
に
解
除
・
解
約
さ
れ
た
場
合（
中
途
更
改
を
含
み
ま
す
）に
は
、確
定
精
算
を
行

わ
ず
、普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
定
め
る
方
法
に
従
い
保
険
料
を
返
還
・
請
求
い
た
し
ま
す
。

詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
2）
確
定
精
算
を
省
略
す
る
方
式
(保
険
料
確
定
特
約
)に
関
す
る
注
意
事
項
に
つ
い
て

前
記
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
確
定
精
算
方
式
を
選
択
い
た
だ
い
た
場
合
で
、

保
険
期
間
終
了
時
に
算
出
さ
れ
た
確
定
保
険
料（
年
額
）が
最
低
保
険
料
5,
00
0円
に
達
し
な
い
と
き
は
、

暫
定
保
険
料
と
最
低
保
険
料
と
の
差
額
を
精
算
い
た
だ
き
ま
す（
別
に
約
定
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
）。
詳
細

は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
確
定
特
約
の
内
容
お
よ
び
注
意
事
項
に
つ
い
て

8

保
険
料
を
売
上
高（
生
産
高
）、
完
成
工
事
高
、年
間
入
場
者
数
等（
以
下「
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
」と

い
い
ま
す
）を
も
と
に
算
出
し
た
暫
定
保
険
料
に
よ
り
ご
契
約
い
た
だ
き
、保
険
期
間
終
了
時
に
確
定
保
険

料
と
の
差
額
を
精
算（
確
定
精
算
）い
た
だ
く
契
約
方
式（
以
下「
確
定
精
算
方
式
」と
い
い
ま
す
）と
、ご
契

約
時
に
把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度
の
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
を
も
と
に
算
出
し
た
保
険
料
に
よ
り

ご
契
約
い
た
だ
き
確
定
精
算
を
省
略
す
る
契
約
方
式
が
あ
り
ま
す
。

確
定
精
算
を
省
略
す
る
方
式
を
選
択（
「
保
険
料
確
定
特
約
」や
確
定
保
険
料
方
式
の「
包
括
契
約
特
約
」等

を
セ
ッ
ト
）さ
れ
た
方
は
、次
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、保
険
申
込
書
の「
保
険
料
確
定
特
約
ご
確
認
欄
」に
押

印
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
確
定
精
算
を
省
略
す
る
契
約
方
式
を
お
取
扱
い
で
き
な
い
ご
契
約
も
あ
り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
確
定
特
約
の
内
容
お
よ
び
注
意
事
項
に
つ
い
て

8当
社
は
お
客
さ
ま
よ
り
保
険
金
請
求
書
類
を
ご
提
出
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
そ
の
日
を
含
め
て
30
日

以
内
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
項
目
の
確
認
を
終
え
て
、保
険
金
を
お
支
払

い
し
ま
す
。た
だ
し
、特
別
な
照
会
ま
た
は
調
査
が
必
要
な
場
合
に
は
、当
社
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約

に
定
め
る
期
日
ま
で
に
保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
4）
保
険
金
の
お
支
払
時
期

意
思
判
断
能
力
を
著
し
く
失
っ
た
場
合
等
、被
保
険
者
に
保
険
金
を
請
求
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
、被
保
険
者
の
親
族
が
代
理
人
と
し
て
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
保
険
金
を
請
求
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
5）
保
険
金
の
代
理
請
求

保
険
金
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
時
効（
３
年
）が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。保
険
金
の
請
求
権

が
発
生
す
る
時
期
等
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
6）
保
険
金
請
求
権
の
時
効

損
害
賠
償
請
求
権
者
は
、損
害
賠
償
金
に
か
か
わ
る
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
保
険
法

に
基
づ
く
先
取
特
権（
他
の
債
権
者
よ
り
も
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
）を
有
し
ま
す
。ま
た
、原
則

と
し
て
こ
れ
ら
の
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
・
質
権
設
定
・
差
押
え
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
7）
先
取
特
権

対
象
種
目

施
設
所
有
（
管
理
）
者
賠
償
責
任
保
険
、
昇
降
機
賠
償
責
任
保
険
、
請
負
業
者
賠
償
責
任
保
険
、

生
産
物
賠
償
責
任
保
険
、
受
託
者
賠
償
責
任
保
険
、
自
動
車
管
理
者
賠
償
責
任
保
険

保
険
契
約
者

（
1）
集
団
の
所
属
員
（
次
の
い
ず
れ
か
の
方
）

　
　
①
集
団
に
勤
務
す
る
方
（
役
員
・
従
業
員
等
）
　
　
   
②
集
団
を
構
成
す
る
個
人
・
法
人

　
　
③
上
記
②
に
勤
務
す
る
方
（
役
員
・
従
業
員
等
）
 　
  ④
上
記
②
を
構
成
す
る
個
人
・
法
人

　
　
⑤
上
記
④
に
勤
務
す
る
方
（
役
員
・
従
業
員
等
）

（
2）
集
団
自
身

被
保
険
者

保
険
契
約
者
本
人
（
補
償
内
容
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
以
外
の
方
も
被
保
険
者
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

20



● ▲

自
動
で
セ
ッ
ト
さ
れ
る

主
な
特
約

補
償
の
種
類

任
意
に
セ
ッ
ト
で
き
る
主
な
特
約

ケ
ガ
の
補
償

ケ
ガ
の
補
償

そ
の
他
の
補
償

●
条
件
付
戦
争
危
険
等
免
責

　
に
関
す
る
一
部
修
正
特
約

▲
特
定
疾
病
補
償
対
象
外
特
約

■
 
■

■
 
■

■
■

■
 

■
■

■

平
成
27
年
10
月

■
こ
の
書
面
は
、
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
ご
契
約
前
に
必
ず
お
読
み
に
な
り
、
保
険
申
込
書
の
質
問
事
項
に
ご
回
答
の
う
え
、
記
載
内

容
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
こ
の
書
面
は
、
ご
契
約
に
関
す
る
す
べ
て
の
内
容
を
記
載
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
「
ご
契
約
の
し
お
り
（
普
通
保
険
約
款
・
特
約
）
」
に
記
載
し
て
い
ま

す
。
必
要
に
応
じ
て
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
へ
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

■「
ご
契
約
の
し
お
り（
普
通
保
険
約
款
・
特
約
）」
は
、
ご
契
約
後
、
保
険
証
券
と
と
も
に
お
届
け
し
ま
す
。

■
ご
契
約
の
手
続
き
完
了
後
、
1か
月
を
経
過
し
て
も
保
険
証
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、
当
社
ま
で
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ご
契
約
後
に
当
社
か
ら
確
認
の
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
が
異
な
る
場
合
は
、
被
保
険
者
の
方
に
も
こ
の
書
面
の
内
容
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
商
品
の
内
容
を

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
の
事
項

ご
契
約
に
際
し
て
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
不
利
益
に
な

る
事
項
等
、特
に
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
事
項

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

こ
の
説
明
書
で
は
　
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険（
標
準
型
）　
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険（
標
準
型
）は
、被
保
険
者
が
ケ
ガ
を
被
っ
た
場
合
な
ど
を
補
償
す
る
保
険
で
す
。ま
た
、主
な
特
約
は
以
下
の
と
お
り

で
す
。

Ⅰ.
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

①
ご
契
約
内
容
に
よ
り
被
保
険
者
と
な
れ
る
方
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、特
約
に
よ
り
加
入
で
き
る
被
保
険
者
の
年
令
が

決
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。詳
細
は
、代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
基
本
と
な
る
補
償
の
被
保
険
者
の
範
囲
は
、以
下
の
と
お
り
で
す
。ご
希
望
の
型
を
お
選
び
く
だ
さ
い（
準
記
名
式
契
約
の
場
合
は「
本
人
型
」

の
み
選
択
で
き
ま
す
）。
な
お
、家
族
構
成
は
、保
険
金
支
払
事
由
発
生
時
の
も
の
を
い
い
ま
す
。

（
2）
被
保
険
者
の
範
囲

【
契
約
概
要
の
ご
説
明
・
注
意
喚
起
情
報
の
ご
説
明
】

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

（
標
準
型
）

保
険
会
社
等
の
連
絡・
相
談・
苦
情
窓
口
に
つ
い
て

お
問
合
わ
せ
、ご
相
談・
苦
情
が
あ
る
場
合
は

事
故
が
発
生
し
た
場
合
は

当
社
と
の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合
は

指
定
紛
争
解
決
機
関
に
つ
い
て

注
意
喚
起
情
報

商
品
の
仕
組
み

1
契
約
概
要

契
約
概
要

こ
の
書
面
に
お
け
る
主
な
用
語
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

ご
不
明
な
点
に

つ
き
ま
し
て
は
、

代
理
店・
扱
者

ま
た
は
当
社
ま
で

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
の
マ
ー
ク
の
項
目
は
、「
ご
契

約
の
し
お
り（
普
通
保
険
約
款・

特
約
）」
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

★
：
必
ず
セ
ット
が
必
要
な
特
約
　
　
　
　
　
　
　 
  　
■
：
任
意
に
セ
ット
で
き
る
主
な
特
約

▲
：
ご
契
約
条
件
に
よ
り
自
動
で
セ
ット
さ
れ
る
特
約
　
●
：
す
べ
て
の
ご
契
約
に
セ
ット
さ
れ
る
特
約

あ
ん
し
ん
２４
受
付
セ
ン
タ
ー

遅
滞
な
く
ご
契
約
の
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
受
付
時
間［
36
5日
24
時
間
］

※
IP
電
話
か
ら
は
02
76
-9
0-
88
52
（
有
料
）に

　
お
か
け
く
だ
さ
い
。

※
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

01
20

-9
85

-0
24
（
無
料
）

傷
害
、疾
病
、損
害
ま
た
は
損
失
の
発
生
の
可
能
性
を
い
い
ま
す
。

危
険

電
車
、自
動
車
(ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
を
含
み
ま
す
)、
原
動
機
付
自

転
車
、自
転
車
、航
空
機
、ヨ
ット
、モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
(水
上
オ
ー

ト
バ
イ
を
含
み
ま
す
)、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
、交
通
事
故
危
険
の
み

補
償
特
約
等
に
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
い
ま
す
。

交
通
乗
用
具

保
険
契
約
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
方
を
被
保
険
者
と
し
、加

入
申
込
票
兼
被
保
険
者
明
細
書
等
に
被
保
険
者
氏
名
を
記
載

す
る
こ
と
な
く
、あ
ら
か
じ
め
定
め
た
条
件
で
補
償
す
る
契
約
方

式
で
す
。ご
契
約
に
あ
た
っ
て
は
、被
保
険
者
名
簿
の
備
え
付
け

が
必
要
で
す
。

準
記
名
式
契
約

保
険
契
約
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
対
し
て
支
払
責
任
が
同
じ
で

あ
る
他
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
を
い
い
ま
す
。

普
通
保
険
約
款
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
特
別
に
補
充・
変
更
す
る

場
合
、そ
の
補
充・
変
更
の
内
容
を
定
め
た
も
の
で
す
。

他
の
保
険
契
約
等

特
約

保
険
契
約
に
よ
り
補
償
の
対
象
と
な
る
方
を
い
い
ま
す
。

被
保
険
者

こ
れ
ま
で
に
婚
姻
歴
が
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。

未
婚

事
故
の
発
生
の
日
か
ら
そ
の
日
を
含
め
て
起
算
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
と
な
ら
な
い
期
間
を
い
い
、保
険
金
ご
と
に
保
険

証
券
記
載
の
期
間
ま
た
は
日
数
を
い
い
ま
す
。

免
責
期
間

保
険
契
約
に
よ
り
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
事
由
が
発
生
し
た

場
合
に
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額（
ま
た
は
限
度

額
）を
い
い
ま
す
。

保
険
金
額

当
社
に
保
険
契
約
の
申
込
み
を
す
る
方
で
あ
っ
て
、保
険
料
の

支
払
義
務
を
負
う
方
を
い
い
ま
す
。

保
険
契
約
者

保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
当
社
に
払
い
込
む
べ
き

金
銭
を
い
い
ま
す
。

保
険

料

保
険
契
約
内
容
に
つ
い
て
、原
則
的
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
す
。

普
通
保
険
約
款

Ⅰ．
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

 １
  商
品
の
仕
組
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2

 ２
  基
本
と
な
る
補
償
、保
険
金
額
の
設
定
 等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3

 ３
  保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み
と
払
込
方
法
 等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4

 ４
  満
期
返
れ
い
金・
契
約
者
配
当
金

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5

Ⅲ
．契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

 １
  通
知
義
務
等（
ご
契
約
後
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6

 ２
  解
約
と
解
約
返
れ
い
金
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

 ３
  被
保
険
者
か
ら
の
解
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

Ⅱ
．契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

 １
  告
知
義
務（
ご
契
約
時
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
事
項
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5

 ２
  ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
説
明
書 （
ご
契
約
の
お
申
込
み
の
撤
回
等
に
つ
い
て
）…
…
6

 ３
  傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6

 4
  現
在
の
ご
契
約
の
解
約・
減
額
を
前
提
と
し
た
新
た
な
ご
契
約
…
…
6

そ
の
他
、留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

05
70

-0
22

-8
08

※
受
付
時
間［
平
日
9
:1
5
～
1
7
:0
0（
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
き
ま
す
）］

※
携
帯
電
話
か
ら
も
利
用
で
き
ま
す
。

※
IP
電
話
か
ら
は
0
3
-4
3
3
2
-5
2
4
1
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

※
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

  
 h
tt
p
:/
/w
w
w
.s
o
n
p
o
.o
r.
jp
/p
r/
a
d
r/

一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
の
お
客
さ
ま
対
応
窓
口
で
、損
害
保
険
に
関
す
る
一
般
的

な
ご
相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。ま
た
、保
険
業
法
に
基
づ
く
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
、損
害

保
険
会
社
の
業
務
に
関
連
す
る
苦
情
の
受
付
や
紛
争
解
決
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
ぽ
A
D
Rセ
ン
タ
ー
　（
損
害
保
険
相
談・
紛
争
解
決
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

（
全
国
共
通
・
通
話
料
有
料
）

01
20

-1
01

-0
60
（
無
料
）

【
受
付
時
間
】平
日
9:
00
～
17
:0
0

（
土・
日・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
休
業
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

※
ご
契
約
の
団
体
名（
会
社
・
官
公
庁
・
学
校
・
組
合
・
会

等
）を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。「
保
険
証
券
」「
加
入
者
証
」

等
を
お
持
ち
の
場
合
、お
手
元
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
一
部
の
ご
用
件
は
営
業
店
等
か
ら
の
ご
対
応
と
な
り

ま
す
。

補
償
の
種
類

補
償
の
概
要

基
本
と
な
る
補
償

基
本
と
な
る
補
償
の
特
約

被
保
険
者
が
急
激
か
つ
偶
然
な
外
来
の
事
故
に
よ
っ
て
ケ
ガ
を
被
っ
た
場
合
に
保
険
金
を
お
支

払
い
し
ま
す
。（
注
）

★

（
注
）「
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約
」を
セ
ット
し
た
場
合
は
、交
通
事
故
や
交
通
乗
用
具
の
火
災
に
よ
っ
て
被
っ
た
ケ
ガ
に
限
り
保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

＋

③
下
記
の
特
約
の
被
保
険
者
は
上
記
②
で
選
択
し
た
被
保
険
者
の
範
囲
に
関
わ
ら
ず
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
注
）
被
保
険
者
が
責
任
無
能
力
者
の
場
合
、そ
の
方
に
関
す
る
事
故
に
つ
い
て
は
、そ
の
方
の
親
権
者
、そ
の
他
の
法
定
監
督
義
務
者
お
よ
び
監
督
義
務
者
に
代
わ
っ
て
責
任
無

能
力
者
を
監
督
す
る
親
族
を
被
保
険
者
と
し
ま
す
。

※
上
記
以
外
で
も
特
約
に
よ
り
被
保
険
者
の
範
囲
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。詳
細
は
普
通
保
険
約
款・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
注
1）
6親
等
内
の
血
族
お
よ
び
3親
等
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す
。

（
注
2）
家
族
型
で
は「
本
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
同
居
の
親
族
」

ま
た
は「
本
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
別
居
の
未
婚
の
子
」

を
い
い
ま
す
。配
偶
者
対
象
外
型
で
は「
本
人
の
同
居
の

親
族
」ま
た
は「
本
人
の
別
居
の
未
婚
の
子
」を
い
い
ま
す
。

弁
護
士
費
用
等
補
償
特
約
、被
害
事
故
費
用
補
償
特
約

所
得
補
償
特
約
、医
療
費
用
補
償
特
約

個
人
賠
償
責
任
危
険
補
償
特
約（
賠
償
事
故
解
決
用
）、

受
託
物
賠
償
責
任
補
償
特
約

本
人

被
保
険
者
の
範
囲

特
約

配
偶
者

本
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
同
居
の

親
族
・
別
居
の
未
婚
の
子

本
人
型

家
族
型

夫
婦
型

配
偶
者
対
象
外
型

本
人

型
配
偶
者

同
居
の
親
族（
注
1） ・
別
居
の
未
婚
の
子（
注
2）

（
1）
商
品
の
仕
組
み

婚
姻
の
届
出
を
行
っ
た
配
偶
者
に
限
ら
ず
、内
縁
(法
律
上
の
婚

姻
届
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
ま

た
は
妻
)を
含
み
ま
す
。

配
偶

者

★
傷
害
補
償
(標
準
型
)特
約

○ ○ ○

○ ○ －

○ ○ －

○ ○ ○ ○

－ ○ ○ －

－ ○ － ○

④
育
英
費
用
補
償
特
約
の
被
保
険
者
と
し
て
ご
加
入
で
き
る
方
は
、次
の
両
方
に
該
当
す
る
方
と
な
り
ま
す
。

●
満
期
日
に
お
い
て
満
23
才
未
満
の
方
ま
た
は
、始
期
日
に
お
い
て
学
校
教
育
法
に
定
め
る
学
校
に
在
籍
す
る
方
も
し
く
は
入
学
手
続
き
を
終
え
た
方

●
扶
養
者
が
い
る
方

被
保
険
者
の
範
囲

■
傷
害
部
位・
症
状
別
保
険
金
補
償
特
約
 
■
熱
中
症
危
険
補
償
特
約

■
傷
害
入
院
発
生
時
一
時
金
補
償
特
約
 
■
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約

■
所
得
補
償
特
約
　
■
医
療
費
用
補
償
特
約
　
■
育
英
費
用
補
償
特
約
 

■
携
行
品
損
害
補
償
特
約
　
■
個
人
賠
償
責
任
危
険
補
償
特
約
（
賠
償
事
故
解
決
用
）

■
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
・
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
費
用
補
償
特
約（
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
用
）

○（
注
）

○ ○

○（
注
）

○ －

○（
注
）

○ －

○ ○ ○ ○

－ ○ ○ －

－ ○ － ○

1
裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 ➡

D
X1
V-
2,
FX
1V
-2（
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01
）（
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年
4月
承
認
）G
N
15
D
01
00
53（
V0
0-
98
2）
団
総（
標
準
）
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基本
と

なる
補償

保
険
金

の
種
類

お
支
払
い
す
る
主
な
場
合

お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

ケ
ガ
の
治
療
の
た
め
事
故
の
日
か
ら
18
0日
以
内
に
約
款
所
定
の
手
術
を

受
け
た
場
合
に
、次
の
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。傷
害
入
院
保
険
金
の
免
責

期
間
満
了
日
の
翌
日
以
降
の
手
術
が
対
象
と
な
り
ま
す
。ま
た
、1
事
故
に

つ
き
１
回
の
手
術
に
限
り
ま
す
。

①
入
院
中
に
受
け
た
手
術

　
傷
害
入
院
保
険
金
日
額
×
10

②
上
記
①
以
外
の
手
術

　
傷
害
入
院
保
険
金
日
額
×５

（
1）
基
本
と
な
る
補
償

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

基
本
と
な
る
補
償
、保
険
金
額
の
設
定
 等

2

（
注
）被
保
険
者
が
自
覚
症
状
を
訴
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
、脳
波
所
見
、神
経
学
的
検
査
、眼
科・
耳
鼻
科
検
査
等
に
よ
り
そ
の
根
拠
を
客
観
的
に
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
い
い
ま
す
。

※
既
に
存
在
し
て
い
た
身
体
の
障
害
ま
た
は
病
気
の
影
響
な
ど
に
よ
り
ケ
ガ
等
の
程
度
が
大
き
く
な
っ
た
場
合
は
、そ
の
影
響
が
な
か
っ
た
場
合
に
相
当
す
る
金
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

基
本
と
な
る
補
償
は
、次
の
と
お
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。保
険
金
の
種
類
は
複
数
の
パ
タ
ー
ン
で
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
主
な
場
合
お
よ
び
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合
は
次
の
と
お
り
で
す
。

詳
細
は
、普
通
保
険
約
款・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

傷
害

死
亡

保
険
金

事
故
の
日
か
ら
18
0日
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
に
、傷
害
死
亡・
後
遺
障
害

保
険
金
額
の
全
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。既
に
支
払
っ
た
傷
害
後
遺
障
害

保
険
金
が
あ
る
場
合
は
、傷
害
死
亡・
後
遺
障
害
保
険
金
額
か
ら
そ
の
額
を

差
し
引
い
て
お
支
払
い
し
ま
す
。

①
ケ
ガ
の
補
償
共
通

●
脳
疾
患
、病
気
、心
神
喪
失
に
よ
る
ケ
ガ

●
自
動
車
等
の
無
資
格
運
転
中
、酒
気
帯
び
運
転

中
、麻
薬
等
を
使
用
し
て
の
運
転
中
の
ケ
ガ

●
む
ち
う
ち
症・
腰
痛
等
で
医
学
的
他
覚
所
見
の
な

い
も
の
(注
)

●
細
菌
性
食
中
毒・
ウ
イ
ル
ス
性
食
中
毒

●
地
震
、噴
火
ま
た
は
こ
れ
ら
に
よ
る
津
波
に
よ
る

ケ
ガ
 

な
ど

②
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約
を
セ
ット
し
な
い

場
合

●
オ
ー
ト
バ
イ
競
争
選
手
、プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
等
の
危

険
な
職
業
に
従
事
中
の
ケ
ガ（
本
人
型
を
除
き
ま

す
）

●
乗
用
具
を
用
い
て
競
技
等
を
し
て
い
る
間
の
ケ

ガ
●
ピ
ッ
ケ
ル
な
ど
登
山
用
具
を
使
用
す
る
山
岳
登
は

ん
、ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
搭
乗
等
の
危
険
な
運
動

中
の
ケ
ガ
 

な
ど

③
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約
を
セ
ット
し
た
場

合
●
交
通
乗
用
具
を
用
い
て
競
技
等
を
し
て
い
る
間

の
ケ
ガ

●
職
務
と
し
て
交
通
乗
用
具
の
修
理
、点
検
等
の
作

業
を
し
て
い
る
間
の
ケ
ガ

●
グ
ラ
イ
ダ
ー
、飛
行
船
等
に
搭
乗
中
の
ケ
ガ

　
 

   
な
ど

傷
害

後
遺

障
害

保
険
金

事
故
の
日
か
ら
18
0日
以
内
に
約
款
所
定
の
後
遺
障
害
が
発
生
し
た
場
合

に
、後
遺
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
、傷
害
死
亡・
後
遺
障
害
保
険
金
額
の

４
％
～
10
0％
を
お
支
払
い
し
ま
す
。保
険
期
間
を
通
じ
合
算
し
て
、傷
害

死
亡・
後
遺
障
害
保
険
金
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

傷
害

入
院

保
険
金

ケ
ガ
の
治
療
の
た
め
免
責
期
間
を
超
え
て
入
院
し
た
場
合
に
、入
院
日
数
１

日
に
つ
き
傷
害
入
院
保
険
金
日
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。事
故
の
日
か
ら

18
0日
以
内
の
入
院
を
対
象
と
し
、１
事
故
に
つ
き
18
0日
を
限
度
と
し
ま

す
。

傷
害

手
術

保
険
金

傷
害

通
院

保
険
金

ケ
ガ
の
治
療
の
た
め
免
責
期
間
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
通
院
(往
診
を
含

み
ま
す
)し
た
場
合
に
、通
院
日
数
1日
に
つ
き
傷
害
通
院
保
険
金
日
額
を

お
支
払
い
し
ま
す
。事
故
の
日
か
ら
18
0日
以
内
の
通
院
を
対
象
と
し
、

１
事
故
に
つ
き
90
日
を
限
度
と
し
ま
す
。

※
複
数
あ
る
ご
契
約
の
う
ち
、こ
れ
ら
の
補
償
が
１
つ
の
ご
契
約
の
み
に
セ
ット
さ
れ
て
い
る
場
合
、契
約
を
解
約
し
た
と
き
や
、家
族
状
況
の
変
化（
同
居
か
ら
別
居
へ
の
変
更
等
）

に
よ
り
被
保
険
者
が
補
償
の
対
象
外
に
な
っ
た
と
き
等
は
、補
償
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
ご
家
族
が
契
約
さ
れ
て
い
る
他
の
保
険
契
約
等（
異
な
る
保
険
種
類
の
特
約
や
当
社
以
外
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契

約
を
含
み
ま
す
）に
よ
り
、既
に
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
種
の
補
償
が
あ
る
場
合
、補
償
が
重
複
し
、保
険
料
が
無
駄
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

補
償
が
重
複
す
る
と
、特
約
の
対
象
と
な
る
事
故
に
つ
い
て
、ど
ち
ら
の
保
険
契
約
か
ら
で
も
補
償
さ
れ
ま
す
が
、い
ず
れ
か
一
方
の
保
険
契
約

か
ら
は
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

補
償
内
容
の
差
異
や
保
険
金
額
等
を
確
認
し
、特
約
の
要
否
を
判
断
の
う
え
、ご
契
約
く
だ
さ
い
。

（
2）
複
数
の
ご
契
約
が
あ
る
お
客
さ
ま
へ

（
3）
主
な
特
約
の
概
要

契
約
概
要

主
な
特
約
と
そ
の
概
要
を
記
載
し
て
い
ま
す（
別
に
定
め
る
保
険
料
の
払
込
み
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
詳
細
お
よ
び
記
載
の
な
い

特
約
に
つ
い
て
は
普
通
保
険
約
款・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

注
意
喚
起
情
報

今
回
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
に
セ
ット
す
る
特
約

個
人
賠
償
責
任
危
険
補
償
特
約（
賠
償
事
故
解
決
用
）

携
行
品
損
害
補
償
特
約

ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン・
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
費
用
補
償
特
約（
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
用
）

補
償
の
重
複
が
発
生
す
る
他
の
保
険
契
約
の
例

自
動
車
保
険
の
個
人
賠
償
特
約

火
災
保
険
の
携
行
品
損
害
特
約

ゴ
ル
フ
ァ
ー
保
険
の
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン・
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
費
用
補
償
特
約

〈
補
償
が
重
複
す
る
可
能
性
の
あ
る
主
な
特
約
〉

携
行
品
損
害
補
償
特
約

被
保
険
者
が
居
住
す
る
住
宅（
敷
地
内
を
含
み
ま
す
）外
で
、偶
然
な
事
故
に
よ
り
、被
保
険
者
所
有
の
身
の
回
り
品
に
損
害
が
発
生
し

た
場
合
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
特
約
で
す
。

ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン・
ア
ル
バ
ト
ロ
ス

費
用

補
償

特
約

（
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
用
）

(注
4)

日
本
国
内
の
９
ホ
ー
ル
以
上
を
有
す
る
ゴ
ル
フ
場
で
、ア
マ
チ
ュ
ア
ゴ
ル
フ
ァ
ー
で
あ
る
被
保
険
者
が
他
の
競
技
者
と
同
伴
し
、パ
ー
35

以
上
９
ホ
ー
ル（
ハ
ー
フ
）を
ラ
ウ
ン
ド
す
る
ゴ
ル
フ
競
技
中
に
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
ま
た
は
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
を
達
成
し
た
と
き
に
、慣
習
と
し

て
約
款
所
定
の
費
用
を
負
担
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
特
約
で
す
。

※
保
険
金
お
支
払
い
時
に
、当
社
の
求
め
る
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン・
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
を
証
明
で
き
る
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
注
1）
就
業
不
能
と
は
、被
保
険
者
が
身
体
障
害
を
被
り
、そ
の
身
体
障
害
の
治
療
の
た
め
入
院
し
て
い
る
こ
と
ま
た
は
そ
の
身
体
障
害
に
つ
き
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、保
険
証
券
記
載
の
職
業・
職
務
に
全
く
従
事
で
き
な
い
状
態
を
い
い
ま
す
。

（
注
2）
住
宅
に
は
、別
荘
等
一
時
的
に
居
住
す
る
住
宅
を
含
み
ま
す
。

（
注
3）
航
空
機・
船
舶・
車
両（
人
力
の
も
の
や
ゴ
ル
フ・
カ
ー
ト
を
除
き
ま
す
）の
所
有・
使
用
ま
た
は
管
理
に
よ
る
事
故
を
除
き
ま
す
。

（
注
4）
こ
の
費
用
を
補
償
す
る
他
の
保
険
契
約
等（
異
な
る
保
険
種
類
の
特
約
や
当
社
以
外
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
を
含
み
ま
す
）を
複
数
契
約
さ
れ
て
も
、お
支
払
い
す
る
保

険
金
の
額
は
、そ
れ
ら
の
ご
契
約
の
う
ち
最
も
高
い
保
険
金
額
が
限
度
と
な
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
契
約
等
か
ら
重
複
し
て
保
険
金
は
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

所
得

補
償

特
約

被
保
険
者
が
ケ
ガ
ま
た
は
病
気
を
被
り
、そ
の
直
接
の
結
果
と
し
て
就
業
不
能
(注
１
) と
な
っ
た
場
合
に
、被
保
険
者
が
被
っ
た
損
失
に

対
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
特
約
で
す
。

医
療
費
用
補
償
特
約

被
保
険
者
が
ケ
ガ
ま
た
は
病
気
を
被
り
、日
本
国
内
に
お
い
て
健
康
保
険
等
の
公
的
医
療
保
険
制
度
等
を
利
用
し
て
病
院
等
へ
入
院
し
、

そ
の
費
用
の
負
担
に
よ
る
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
特
約
で
す
。

保
険
金
額
の
設
定
に
つ
い
て
は
、以
下
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。ま
た
、お
客
さ
ま
の
保
険
金
額
は
、保
険
申
込
書・
加
入
申
込
票
兼
被
保
険

者
明
細
書
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
各
保
険
金
額・
日
額
は
、引
受
け
の
限
度
額
が
あ
り
ま
す
。保
険
金
額・
日
額
は
、被
保
険
者
の
年
令・
収
入
な
ど
に
照
ら
し
て
適
正
な
額
と
な

る
よ
う
に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

②
所
得
補
償
特
約
を
セ
ット
す
る
場
合
の
所
得
補
償
保
険
金
額
は
、被
保
険
者
の
加
入
す
る
公
的
医
療
保
険
制
度（
注
1）
に
よ
る
給
付
内
容
や
他

の
保
険
契
約
等
の
加
入
状
況
を
勘
案
し
、平
均
所
得
額（
注
2）
の
範
囲
内
で
、適
正
な
額
と
な
る
よ
う
に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、所
得
補
償

保
険
金
額
が
被
保
険
者
の
平
均
月
間
所
得
額（
注
3）
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
上
回
る
部
分
に
つ
い
て
は
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
4）
保
険
金
額
の
設
定

（
注
1）
公
的
医
療
保
険
制
度
と
は
、健
康
保
険
法
等
の
法
律
に
基
づ
く
医
療
保
険
制
度
を
い
い
ま
す
。

（
注
2）
平
均
所
得
額
と
は
、お
申
込
み
直
前
12
か
月
に
お
け
る
被
保
険
者
の
所
得
の
平
均
月
間
額
を
い
い
ま
す
。

（
注
3）
平
均
月
間
所
得
額
と
は
、被
保
険
者
が
就
業
不
能
と
な
る
直
前
12
か
月
に
お
け
る
被
保
険
者
の
所
得
の
平
均
月
間
額
を
い
い
ま
す
。

契
約
概
要

①
保
険
期
間
：
1年
間
で
す
。ま
た
、1
年
に
満
た
な
い
短
期
契
約
も
で
き
ま
す
。実
際
に
契
約
す
る
保
険
期
間
は
、保
険
申
込
書
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

（
5）
保
険
期
間
お
よ
び
補
償
の
開
始・
終
了
時
期

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

②
補
償
の
開
始
：
始
期
日
の
午
後
4時
（
保
険
申
込
書
に
異
な
る
時
刻
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
時
刻
）に
始
ま
り
ま
す
。

③
補
償
の
終
了
：
満
期
日
の
午
後
4時
に
終
わ
り
ま
す
。

①
保
険
料
は
、保
険
金
額
、保
険
期
間
お
よ
び
職
業・
職
務
等
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。実
際
に
契
約
す
る
保
険
料
は
、保
険
申
込
書
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

②
こ
の
保
険
の
最
低
保
険
料
は
１
保
険
契
約
に
つ
き
1,
00
0円
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
団
体
割
引
を
適
用
す
る
場
合
は
、
所
定
の
最
低
保

険
料
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
包
括
契
約
等
契
約
時
に
暫
定
保
険
料
を
領
収
す
る
ご
契
約
は
、
解
約
時
、
ご
契
約
内
容
の
変
更
時
、
確
定

精
算
時
に
お
い
て
最
低
保
険
料
を
適
用
し
ま
す
。
詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
暫
定
保
険
料
の
詳
細
は
、
後
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
1）
保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み

保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み
と
払
込
方
法
 等

3

そ
の
他
、留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

確
定
精
算

6

（
2）
保
険
料
の
払
込
方
法

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
注
）
保
険
料
割
増
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
現
金
に
よ
る
払
い
込
み
の
場
合
、当
社
所
定
の
保
険
料
領
収
証
を
発
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

①
ご
契
約
の
保
険
料
は
、分
割
払（
注
） ま
た
は
一
時
払
で
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。な
お
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス（
口
座
振
替
、ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
払
）

で
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す（
ご
契
約
内
容
に
よ
り
現
金
で
払
い
込
む
こ
と
も
で
き
ま
す
）。
た
だ
し
、ご
契
約
内
容
ま
た
は
代
理
店・
扱
者

に
よ
っ
て
は
取
扱
い
で
き
な
い
払
込
方
法
が
あ
り
ま
す
。

②
保
険
料
は
、保
険
料
の
払
込
み
が
猶
予
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、ご
契
約
お
よ
び
ご
契
約
内
容
の
変
更
と
同
時
に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。始
期
日

以
降
で
あ
っ
て
も
、代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社
が
保
険
料
を
領
収
す
る
前
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
し
て
は
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。

個
人
賠
償
責
任
危
険
補
償
特
約

（
賠
償
事
故
解
決
用
）

被
保
険
者
が
、次
の
い
ず
れ
か
の
事
故
に
よ
り
、他
人
の
身
体
の
障
害
ま
た
は
他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
法
律
上
の
損
害
賠
償
責

任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
特
約
で
す
。

①
被
保
険
者
本
人
の
居
住
す
る
住
宅（
敷
地
内
の
動
産
お
よ
び
不
動
産
を
含
み
ま
す
）(
注
2)
の
所
有
、使
用
ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る

偶
然
な
事
故

②
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
(注
3)

契
約
概
要

ケ ガ の 補 償

3
4
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満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金

4
こ
の
保
険
に
は
満
期
返
れ
い
金・
契
約
者
配
当
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
）そ
れ
ぞ
れ
下
記
③
に
該
当
し
た
と
き
は
、ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

契
約
概
要

①
口
座
振
替
に
よ
り
払
い
込
む
初
回
保
険
料
お
よ
び
第
２
回
目
以
降
の
分
割
保
険
料
は
、保
険
料
払
込
期
日
ま
で
に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

保
険
料
払
込
期
日
ま
で
に
保
険
料
の
払
込
み
が
な
い
場
合
、保
険
料
払
込
期
日
の
翌
月
末
日
ま
で
払
込
み
の
猶
予
が
あ
り
ま
す（
注
） が
、

猶
予
期
間
を
過
ぎ
て
も
保
険
料
の
払
込
み
が
な
い
と
き
に
は
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、ご
契
約
を
解
除
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

（
注
）口
座
振
替
に
つ
い
て
は
、保
険
契
約
者
に
故
意
お
よ
び
重
大
な
過
失
が
な
い
場
合
に
限
り
、保
険
料
払
込
期
日
の
翌
々
月
末
ま
で
払
込
み
を
猶
予
し
ま
す
。な
お
、分
割
保
険

料
の
口
座
振
替
が
２
か
月
連
続
で
で
き
な
い
こ
と
が
保
険
期
間
中
に
２
回
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、原
則
と
し
て
満
期
日
ま
で
の
未
払
込
分
の
保
険
料
全
額
を
一
括
し
て
請
求

し
ま
す
。

②
分
割
払
で
ご
契
約
の
場
合
、
当
社
が
傷
害
死
亡
保
険
金
を
お
支
払
い
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
未
払
込
分
の
保
険
料
を
請
求

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

初
回
保
険
料
の
払
込
前
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、原
則
と
し
て
、保
険
金
の
お
支
払
い
に
は
初
回
保
険
料
の
払
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

当
社
に
て
初
回
保
険
料
の
払
込
み
を
確
認
し
た
後
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

（
3）
保
険
料
の
払
込
猶
予
期
間
等
の
取
扱
い

注
意
喚
起
情
報

告
知
義
務（
ご
契
約
時
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
事
項
）

1 保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
な
る
方
に
は
、ご
契
約
時
に
危
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項
と
し
て
当
社
が
告
知
を
求
め
た
項
目（
保
険

申
込
書
上
の「
※
」印
の
項
目（
告
知
事
項
））
に
つ
い
て
、事
実
を
正
確
に
告
知
す
る
義
務（
告
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。

故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
、告
知
が
な
か
っ
た
場
合
や
告
知
し
た
事
項
が
事
実
と
異
な
る
場
合
、ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
や
保

険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す（
注
） の
で
、今
一
度
、告
知
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
1）

（
2）Ⅱ
.
契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

注
意
喚
起
情
報

（
注
1）
タ
フ
・
ケ
ガ
の
保
険
、
学
生
・
こ
ど
も
総
合
保
険
、
タ
フ
・
ケ
ガ
の
保
険
〔
積
立
タ
イ
プ
〕
等
を
い
い
、
団
体
契
約
、
生
命
保
険
、
共
済
契
約
を
含
み
ま
す
。

（
注
2）
所
得
補
償
特
約
・
医
療
費
用
補
償
特
約
の
い
ず
れ
か
を
セ
ッ
ト
し
た
場
合
に
告
知
事
項
と
な
り
ま
す
。

（
注
3）
職
種
級
別
は
、
保
険
料
の
算
出
や
保
険
金
の
お
支
払
い
に
際
し
極
め
て
重
要
な
項
目
で
す
。
お
申
込
み
の
際
に
は
改
め
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
職
業
・
職
務

②
被
保
険
者
数

③
同
じ
被
保
険
者
に
つ
い
て
身
体
の
ケ
ガ
に
対
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
他
の
保
険
契
約
等（
注
1）
の
有
無

①
被
保
険
者
の
生
年
月
日
、
年
令（
注
2）
、
職
業
・
職
務（
注
3）

②
健
康
状
態
告
知（
注
2）（
注
4）（
注
5）（
注
6）（
注
7）

③
同
じ
被
保
険
者
に
つ
い
て
身
体
の
ケ
ガ
ま
た
は
病
気
に
対
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
他
の
保
険
契
約
等（
注
1）
の
有
無

告 知 事 項

準
記
名
式
契
約
の
場
合

準
記
名
式
契
約
以
外
の

場
合

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
説
明
書（
ご
契
約
の
お
申
込
み
の
撤
回
等
に
つ
い
て
）

2
こ
の
保
険
は
保
険
期
間
が
１
年
以
下
の
み
と
な
る
た
め
、ご
契
約
の
お
申
込
み
後
に
、お
申
込
み
の
撤
回
ま
た
は
契
約
の
解
除（
ク
ー
リ
ン
グ
オ

フ
）を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

注
意
喚
起
情
報

傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人

3
注
意
喚
起
情
報

※
企
業
等
が
保
険
契
約
者
お
よ
び
傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
な
り
、従
業
員
等
を
被
保
険
者
と
す
る
場
合
は
、保
険
契
約
者
か
ら
、被
保
険
者（
従
業
員
等
）の
ご
家
族
等
に

対
し
、保
険
の
加
入
に
つ
い
て
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

（
1）
被
保
険
者
本
人
の
傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
、傷
害
死
亡
保
険
金
は
、被
保
険
者
本
人
の
法
定
相
続
人
に
お
支
払

い
し
ま
す
。

（
2）
被
保
険
者
本
人
の
傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人
を
法
定
相
続
人
以
外
の
方
に
定
め
る
場
合
ま
た
は
変
更
す
る
場
合
に
は
、必
ず
被
保
険
者
本

人
の
同
意
を
得
て
く
だ
さ
い
。な
お
、同
意
の
な
い
ま
ま
契
約
さ
れ
た
場
合
、保
険
契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

（
3）
被
保
険
者
本
人
以
外
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、そ
の
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
が
傷
害
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
な
り
、傷
害
死
亡
保
険
金

受
取
人
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

①
傷
害
補
償
（
標
準
型
）
特
約
の
職
種
級
別
表
　
※「
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約
」「
自
転
車
搭
乗
中
等
の
み
補
償
特
約
」
を
セ
ット
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

職
業
分
類

職
種
級
別

●
下
記
B
以
外
の
職
業
従
事
者
　
●
主
婦
・
学
生
・
無
職
者
　
　
な
ど

A
●
農
林
業
作
業
者
　
●
採
鉱
・
採
石
作
業
者
　
●
木
・
竹
・
草
・
つ
る
製
品
製
造
作
業
者
　
●
漁
業
作
業
者
　
●
自
動
車
運
転
者（
助
手
を
含
む
）　
●
建
設
作
業
者

（
注
4）
健
康
状
態
告
知
は
、健
康
状
態
告
知
書
質
問
事
項
を
よ
く
お
読
み
の
う
え
、回
答
を「
健
康
状
態
告
知
書
質
問
事
項
回
答
欄
」に
正
し
く
ご
記
入
く
だ
さ
い
。そ
の
際
、

必
ず
被
保
険
者
本
人
が
回
答
内
容
に
つ
い
て
事
実
に
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
ご
署
名
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
回
答
内
容
に
よ
り
、
契
約
を
お
引
受
け
で
き
な

い
場
合
や
、
特
別
な
条
件
付
き
で
お
引
受
け
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
注
5）
継
続
契
約
に
つ
い
て
は
、
補
償
内
容
が
拡
大
し
な
い
契
約
内
容
で
継
続
す
る
場
合
は
告
知
事
項
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
注
6）「
健
康
状
態
告
知
に
つ
い
て
の
ご
案
内
」
に
も
注
意
事
項
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
注
7）
健
康
状
態
告
知
に
つ
い
て
、保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、回
答
が
な
か
っ
た
場
合
や
回
答
内
容
が
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
場
合

に
は
、保
険
期
間
の
開
始
時（
＊
）か
ら
１
年
以
内
で
あ
れ
ば
、ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、保
険
期
間
の
開
始
時（
＊
）か
ら
1年
を
経
過
し
て
い
て
も
、回

答
が
な
か
っ
た
事
実
ま
た
は
回
答
内
容
と
異
な
る
事
実
に
基
づ
く
保
険
金
支
払
事
由
が
、保
険
期
間
の
開
始
時（
＊
）か
ら
1年
以
内
に
発
生
し
て
い
た
場
合
に
は
、ご
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
＊
）継
続
契
約
の
場
合
は
、継
続
さ
れ
て
き
た
最
初
の
保
険
期
間
の
開
始
時
と
な
り
ま
す
。

※
上
記
に
記
載
の
な
い
ご
職
業
は
、代
理
店・
扱
者
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

職
業
例

基
本
級
別

1
級
2
級
3
級

会
社
役
員
・
管
理
職
（
作
業
危
険
の
な
い
方
）、
一
般
事
務
員
、
医
師
、
飲
食
店
主
、
卸
・
小
売
店
主
・
従
業
員
（
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
方
） 　
な
ど

陶
磁
器
成
形
工
、
化
粧
品
製
造
工
、
板
金
工
、
製
鋼
工
、
鋳
物
工
、
金
属
工
作
機
械
工
、
建
設
作
業
者
、
建
設
機
械
運
転
者
　
な
ど

研
究
者
・
技
術
者
（
危
険
物
を
取
り
扱
わ
な
い
方
）、
電
気
機
械
器
具
組
立
工
（
手
工
）、
計
器
類
修
理
工
、
理
容
師
、
料
理
人
、
計
器
組
立
工
　
な
ど

B

多
く
の
場
合
、現
在
の
ご
契
約
の
解
約
返
れ
い
金
は
払
込
み
保
険
料
の
合
計
額
よ
り
も
少
な
い
金
額
と
な
り
ま
す
。

（
1）
現
在
の
ご
契
約
に
つ
い
て
解
約
、減
額
な
ど
を
す
る
場
合
の
不
利
益
事
項

（
2）
新
た
な
契
約（
団
体
総
合
生
活
補
償
保
険
）の
申
込
み
を
す
る
場
合
の
ご
注
意
事
項

現
在
の
ご
契
約
の
解
約
・
減
額
を
前
提
と
し
た
新
た
な
ご
契
約

4
注
意
喚
起
情
報

①
被
保
険
者
の
健
康
状
態
な
ど
に
よ
り
、新
た
な
契
約
を
お
引
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
所
得
補
償
特
約
、医
療
費
用
補
償
特
約
を
セ
ット
さ
れ
る
場
合
、新
た
な
契
約
の
保
険
期
間
の
開
始
時
よ
り
前
に
病
気
ま
た
は
ケ
ガ
を
被
っ
て

い
た
と
き
は
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

③
新
た
な
契
約
の
始
期
日
に
お
け
る
被
保
険
者
の
年
令
に
よ
り
計
算
し
た
保
険
料（
注
） を
適
用
し
、新
た
な
契
約
の
普
通
保
険
約
款・
特
約
を
適

用
し
ま
す
。そ
の
た
め
、新
た
な
契
約
の
商
品
内
容
が
、現
在
の
ご
契
約
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）保
険
料
の
改
定
に
よ
り
、同
じ
年
令
で
も
保
険
料
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
所
得
補
償
特
約
の
職
種
級
別
表（
抜
粋
）

ご
契
約
後
、次
の
事
項
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、ご
契
約
内
容
の
変
更
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。遅
滞
な
く
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①
保
険
契
約
者
の
住
所
ま
た
は
連
絡
先
を
変
更
し
た
場
合

②
特
約
の
追
加
な
ど
、契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合

③（
所
得
補
償
特
約
を
セ
ット
し
た
契
約
の
み
）ご
契
約
時
に
保
険
金
額
を
平
均
所
得
額
よ
り
高
く
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

④（
所
得
補
償
特
約
を
セ
ット
し
た
契
約
の
み
）ご
契
約
後
に
所
得
の
平
均
月
間
額
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

⑤（
育
英
費
用
補
償
特
約
を
セ
ット
し
た
契
約
の
み
）扶
養
者
の
変
更
が
発
生
し
た
場
合

（
3）

契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

Ⅲ
. 保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
は
以
下
に
記
載
す
る
通
知
事
項
が
発
生
し
た
場
合
、遅
滞
な
く
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社
に
連
絡
す

る
義
務（
通
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
や
重
大
な
過
失
に
よ
り
、以
下
の
通
知
事
項
に
つ
い
て
遅
滞

な
く
連
絡
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
場
合
、保
険
金
を
削
減
し
て
お
支
払
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
1）

被
保
険
者
本
人
が
職
業・
職
務
を
変
更
し
た
場
合
で
、下
記
の「
職
業・
職
務
」に
変
更
し
た
場
合
、保
険
期
間
の
中
途
で
あ
っ
て
も
ご
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
2）

通
知
義
務
等（
ご
契
約
後
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項
）

1
注
意
喚
起
情
報

（
注
）「
交
通
事
故
危
険
の
み
補
償
特
約
」、
「
自
転
車
搭
乗
中
等
の
み
補
償
特
約
」
を
セ
ット
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

準
記
名
式
契
約
の
場
合

①
職
業
・
職
務
を
変
更
し
た
場
合（
注
）

②
被
保
険
者
数
が
変
更
と
な
る
場
合

準
記
名
式
契
約
以
外
の
場
合

被
保
険
者
本
人
の
職
業
・
職
務
を
変
更
し
た
場
合（
注
）

通 知 事 項

プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
、
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
、
ロ
ー
ラ
ー
ゲ
ー
ム
選
手
（
レ
フ
リ
ー
を
含
み
ま
す
）、
力
士
、
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
程
度
の
危
険
な
職
業

5
裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 ➡
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解
約
と
解
約
返
れ
い
金

2
注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

ご
契
約
を
解
約
す
る
場
合
は
、代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
速
や
か
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

（
1）
ご
契
約
の
解
約
に
際
し
て
は
、契
約
時
の
条
件
に
よ
り
、保
険
期
間
の
う
ち
未
経
過
で
あ
っ
た
期
間
の
保
険
料
を
解
約
返
れ
い
金
と
し
て
返

還
し
ま
す
。

（
2）
解
約
の
条
件
に
よ
っ
て
、解
約
日
か
ら
満
期
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
、解
約
返
れ
い
金
を
返
還
し
ま
す
。た
だ
し
、解
約
返
れ
い
金
は
原
則

と
し
て
未
経
過
期
間
分
よ
り
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

（
3）
始
期
日
か
ら
解
約
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
払
い
込
む
べ
き
保
険
料
の
払
込
状
況
に
よ
り
、追
加
の
保
険
料
を
請
求
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

追
加
で
請
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
払
込
み
が
な
い
場
合
は
、ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
か
ら
の
解
約

3
注
意
喚
起
情
報

被
保
険
者
が
保
険
契
約
者
以
外
の
方
で
、一
定
の
要
件
に
合
致
す
る
場
合
は
、被
保
険
者
は
保
険
契
約
者
に
ご
契
約
の
解
約
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
、保
険
契
約
者
は
ご
契
約
を
解
約
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
解
約
す
る
範
囲
は
そ
の
被
保
険
者
に
か
か
る
部
分
に
限
り
ま
す
。

「
被
保
険
者
に
よ
る
保
険
契
約
の
解
約
請
求
に
つ
い
て
」参
照

保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
が
異
な
る
場
合
で
、被
保
険
者
が
解
約
を
希
望
す
る
と
き

危
険
を
有
す
る
職
業
に
変
更
し
た
場
合
の
ご
注
意

4

夫
婦
型・
家
族
型・
配
偶
者
対
象
外
型
の
ご
契
約
で
、被
保
険
者
が
テ
ス
ト
ラ
イ
ダ
ー
、オ
ー
ト
バ
イ
競
争
選
手
、自
動
車
競
争
選
手
、自
転
車
競
争
選
手
、プ
ロ
ボ
ク

サ
ー
、プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
等
の
職
業
に
変
更
し
た
場
合
は
、そ
の
職
業
に
従
事
中
の
ケ
ガ
に
つ
い
て
は
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。詳
細
は
代
理
店・
扱
者
ま
た

は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
保
険
契
約
者
、被
保
険
者
、保
険
金
受
取
人
が
、保
険
金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ケ
ガ・
損
害
ま
た
は
事
故
等
を
発
生
さ
せ
た
場
合

②
保
険
契
約
者
、被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
が
、暴
力
団
関
係
者
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合

③
被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
が
保
険
金
の
請
求
に
つ
い
て
詐
欺
を
行
っ
た
場
合

④
複
数
の
保
険
契
約
に
加
入
す
る
こ
と
で
被
保
険
者
の
保
険
金
額
等
の
合
計
額
が
著
し
く
過
大
と
な
る
場
合
 

な
ど

取
扱
代
理
店
の
権
限

1

契
約
取
扱
者
が
代
理
店
ま
た
は
社
員
の
場
合
は
、当
社
の
保
険
契
約
の
締
結
権
を
有
し
、保
険
契
約
の
締
結・
保
険
料
の
領
収・
保
険
料
領
収
証
の
発
行・
ご
契
約
の

管
理
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
い
ま
し
て
、代
理
店
ま
た
は
社
員
と
契
約
さ
れ
有
効
に
成
立
し
た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
社
と
直
接
契
約
さ
れ
た

も
の
と
な
り
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

●
法
令
等
の
対
応
に
つ
い
て
：
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法
令
等
に
よ
り
外
部
へ
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
契
約
等
の
情
報
交
換
に
つ
い
て
：
当
社
は
、本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、保
険
契
約
の
締
結
な
ら
び
に
保
険
金
支
払
い
の
健
全
な
運
営
の

た
め
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
、
損
害
保
険
会
社
等
の
間
で
、
登
録
ま
た
は
交
換
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
再
保
険
に
つ
い
て
：
再
保
険
契
約
の
締
結
や
再
保
険
金
の
請
求
等
の
た
め
、本
保
険
契
約
や
保
険
金
に
関
す
る
情
報
を
再
保
険
会
社
等
に
提
供
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
グ
ル
ー
プ
会
社
内
で
の
情
報
交
換
に
つ
い
て
：
グ
ル
ー
プ
会
社
の
保
険
引
受
や
保
険
金
お
支
払
い
の
可
否
の
判
断
に
資
す
る
た
め
に
グ
ル
ー
プ
会
社
に
個
人

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
や
、グ
ル
ー
プ
会
社
か
ら
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ht
tp
://
w
w
w
.a
io
in
is
sa
yd
ow
a.
co
.jp
/

詳
し
く
は

個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
つ
い
て

本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
は
、適
正
な
保
険
の
お
引
受
け
、万
一
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
円
滑
か
つ
適
切
な
保
険
金
の
お
支
払
い
、保
険
契
約
に

付
帯
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
供
の
ほ
か
、更
改
の
ご
案
内
、保
険
制
度
の
健
全
な
運
営（
再
保
険
契
約
に
伴
う
諸
手
続
き
を
含
み
ま
す
）、
商
品
の
ご
提
案
、グ

ル
ー
プ
会
社
お
よ
び
提
携
先・
委
託
先
等
の
商
品・
サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
案・
ご
提
供
等
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。た
だ
し
、保
健
医
療
等
の
特
別
な
非
公
開
情

報（
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
）に
つ
い
て
は
、保
険
業
法
施
行
規
則（
第
53
条
の
10
）に
よ
り
、利
用
目
的
が
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、本
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人

情
報
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、業
務
委
託
先（
保
険
代
理
店
を
含
み
ま
す
）、
医
療
機
関
、保
険
金
の
請
求・
支
払
い
に
関
す
る
関
係
先
等
に
提
供

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

個
人
情
報
の
取
扱
い

3
注
意
喚
起
情
報

保
険
会
社
破
綻
時
の
取
扱
い

2

引
受
保
険
会
社
が
経
営
破
綻
に
陥
っ
た
場
合
の
保
険
契
約
者
保
護
の
仕
組
み
と
し
て
、「
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
」が
あ
り
、当
社
も
加
入
し
て
い
ま
す
。

こ
の
保
険
は「
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
」の
補
償
対
象
で
あ
り
、経
営
破
綻
し
た
場
合
の
保
険
金
、解
約
返
れ
い
金
等
は
80
％
ま
で
補
償
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、破
綻
前
に
発
生
し
た
事
故
お
よ
び
破
綻
時
か
ら
3か
月
ま
で
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
保
険
金
は
10
0％
補
償
さ
れ
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

継
続
契
約
に
つ
い
て

7

保
険
金
請
求
状
況
や
年
令
な
ど
に
よ
っ
て
は
、保
険
期
間
終
了
後
、ご
契
約
を
継
続
で
き
な
い
こ
と
、ま
た
は
補
償
内
容
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。ま
た
、継
続
契
約
は
、そ
の
始
期
日
に
お
け
る
普
通
保
険
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

確
定
精
算

6

共
同
保
険
に
つ
い
て

10

当
社
お
よ
び
他
の
損
害
保
険
会
社
と
の
共
同
保
険
契
約
と
な
る
場
合
に
は
、各
引
受
保
険
会
社
は
分
担
割
合
に
応
じ
て
、連
帯
す
る
こ
と
な
く
単
独
別
個
に
責
任

を
負
い
ま
す
。

事
故
が
発
生
し
た
場
合

9

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、3
0日
以
内
に
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、保
険
金
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、普
通
保
険
約
款・
特
約

に
定
め
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類
の
ほ
か
、「
ご
契
約
の
し
お
り（
普
通
保
険
約
款・
特
約
）」
の「
保
険
金
の
支
払
請
求
時
に
必
要
と
な
る
書
類
等
」に
定
め
る

書
類
等
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
万
一
、事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
ご
注
意
」参
照

事
故
時
の
お
手
続
き
等
に
つ
い
て
知
り
た
い
場
合

「
無
効
、取
消
し
、失
効
に
つ
い
て
」「
生
命
保
険
料
控
除（
介
護
医
療
保
険
料
控
除
）に
つ
い
て
」「
ご
契
約
内
容
お
よ
び
事
故
報
告
内
容
の
確
認
に
つ
い
て
」

そ
の
他
、下
記
の
項
目
は「
ご
契
約
の
し
お
り（
普
通
保
険
約
款・
特
約
）」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

請
求
権
等
の
代
位
に
つ
い
て

所
得
補
償
保
険
金
等
に
つ
い
て
、損
失・
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
債
権（
注
） を
取
得
し
た
場
合
に
、当
社
が
そ
の

損
失
に
対
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い
し
た
と
き
は
、そ
の
債
権
は
当
社
に
移
転
し
ま
す
。

（
注
）共
同
不
法
行
為
等
の
場
合
に
お
け
る
連
帯
債
務
者
相
互
間
の
求
償
権
を
含
み
ま
す
。 

8

保
険
料
を
見
込
人
数
を
基
に
計
算
し
た
暫
定
保
険
料
等
に
よ
り
契
約
し
た
保
険
契
約
は
、
満
期
後
に
、
確
定
保
険
料
と
の
差
額
を
精
算
す
る
契
約
方
式
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
一
定
の
条
件
に
合
致
し
た
場
合
、「
保
険
料
確
定
特
約
（
包
括
契
約
特
約
用
）」
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
定
精
算
を
不
要
と
す
る
契
約
方

式
を
選
択
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、「
ご
契
約
ガ
イ
ド
」を
確
認
の
う
え
、
保
険
料
の
確
定
精
算
省
略
に
関
す
る
同
意
お
よ
び
告
知
に
関
す
る
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

「
継
続
契
約
に
つ
い
て
」参
照

保
険
期
間
終
了
後
に
こ
の
契
約
を
継
続
す
る
場
合
の
ご
注
意

「
請
求
権
の
代
位
に
つ
い
て
」参
照

所
得
補
償
特
約
や
損
害
を
補
償
す
る
特
約
を
セ
ット
し
た
場
合
の
ご
注
意

重
大
事
由
に
よ
る
解
除

5

下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、ご
契
約
お
よ
び
特
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
に
は
、全
部
ま
た
は
一
部
の
保
険
金
を

お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。

7
8

24



25



＜ご注意＞
　ここにご案内する賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交渉サービス」
はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険
会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を
承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

＜複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意）＞
　他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被
保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険
契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。※
※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、
補償がなくなることがありますのでご注意ください。

＜損害保険契約者保護制度について＞
　引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり当社も加
入しています。

＜賠償責任保険＞
　この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が２０人以下である法人をい
います。）またはマンション管理組合（以下、「個人等」といいます。）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の
補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は８０％まで補償されます。ただし、破綻後３か月以内に
発生した保険事故に係る保険金は１００％補償されます。
　また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、
その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

＜傷害保険＞
　この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80％まで
補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100％補償さ
れます。

　取扱代理店は引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・
ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、
引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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●お問合わせ・お申込は…

□ メンバー賠償責任保険
取扱保険代理店：株式会社ナウイエンタープライズ
Tel 03－5956－9922　Fax 03－5956－9923
〒１70-００13 東京都豊島区東池袋3－2－3
　　　　　　　第一主田ビル7F

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　　　　　　　東京企業営業第二部営業第三課
Tel 03－6748－7871　Fax 03－6748－7821
〒１０3-8250 東京都中央区日本橋3－5－19
　　　　　　　あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル

□ 傷害保険、スクーバセンター店舗関連賠償責任保険、ダイビングボート補償保険
取扱幹事保険代理店：株式会社集成社
Tel 03－3442－0411　Fax 03－3442－0410
〒１４１-００２２ 東京都品川区東五反田5－25－18

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　　　　　　　東京企業営業第二部営業第三課
Tel 03－6748－7871　Fax 03－6748－7821
〒１０3-8250 東京都中央区日本橋3－5－19
　　　　　　　あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル

（2017年9月承認） A17-101968

＜株式会社ナウイエンタープライズ・株式会社集成社と引受保険会社からのお知らせ＞
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

【個人情報の取扱いについて】
　本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ
会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険
仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
　ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の10）により、利用目的が限定されています。詳細
については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（http://www.aioinissaydowa.co.jp/）をご覧ください。


